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は じ め に

近年、食の安全性や地球温暖化といった身近な生活や、人間活動に対する関心が高まりを見せており、

行政においてもこれらを包括する施策として環境という課題がつきつけられている。

「環境」という課題と向き合うには、まず環境教育・学習を基本にしっかり据えて人間活動の中から派

生してくる様々な廃棄物をどう考え、どう処理していくかということが環境問題についての車の両輪とな

ると位置づけ、環境教育・廃棄物対策を研究テーマとした。

因に環境を巡る情勢について少し述べると、１９９２年６月にリオディジャネイロで、環境と開発に関

する国連会議が開催され、「持続可能な開発」の理念が共通の認識となり、環境と開発に関する「リオ宣

言」が行われ、世界環境新秩序の骨組みが出来上がった。その１０年後の本年（２００２年）８月南アフ

リカのヨハネスブルクで、環境サミットが開催されている。

環境問題は、時間的にも空間的にも、増々その範囲を拡大している。

地方自治体をとりまく状況も、地方分権の推進という潮流の中で、自治体財政基盤も厳しさを増してお

り、ややもすると、環境政策は劣位に置かれ、経済対策が優先され、公共事業が地域経済を牽引するとい

う構図に陥り易い。

しかし、今日大別して二つの変化の潮流が、現れはじめている。一つは、企業を含む社会が、環境に対

する一定の制約を受け入れるべきだという意識が、形成されつつあること。

もう一つは、従来の公共事業にかわる地域経済を牽引するものとしての、環境起業が注目されはじめた

ことである。

地方分権の進展と相まって、否応なく基礎的自治体の役割が強化される時代状況が生まれており、環境

に関する立法、環境税等の姿も見えはじめた中で、環境情報の公開、発信等をも通じながら啓発、教育を

基本にしっかりと位置づけ、今日の環境問題への対応に当っては規制的手法のみでなく、住民・ＮＰＯ・

企業等との協働によるとりくみが求められている。

平成１５年２月

財団法人 福岡県市町村研究所

環境政策研究会
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第１章 環境教育の動向 
 
１ 環境教育の意義 

環境教育は、持続可能な社会の実現に向け、多様な場、多様な対象、多様な手段を総合的に行われるべき

であり、結果として持続可能な社会構築への住民参加を促すものである。 

しかし、実践の場では、例えばごみ問題や水質といった個別のテーマ、あるいは、川などの特定のフィー

ルドで行われることが多い。住民の関心や地域の状況により、多様なテーマ・切り口、手法等の中から最適

なものを組み合わせて実施すべきであるが、住民が特定の環境問題に偏ることなく、また、知識として知っ

ているというだけに止まらないように、たくさんの情報の中から必要かつ客観的な情報を収集・分析し活用

すること、問題解決のための方法を実践すること、他者の意見に耳を傾け協力し合うこと、自分の意見を他

者に伝えることが必要となる。 

これらは、情報による知識の習得だけでは得られるものではなく、実際に体験し、感じ、驚きなどを体感

し、生活体験を積み重ねることにより、養われるものである。これは、幼児期からの体験型の学習により培

われるものであり、今後の環境教育の最重要課題と言える。 

つまり、これからの環境教育には、「環境に感心を持つ」「環境に対する自分の責任と役割を理解する」

「環境保全活動に参加する」これらを一人ひとりが実践するためのフィールド作ること、そのために必要な

正しい情報や現状が提供され、個々が有する知識・情報・体験が共有できることが必要である。 

 
２ 国の動向 

環境教育・環境学習の理念について、①持続可能な生活様式や経済社会システムを実現するために、各

主体が環境に関心を持ち、環境に対する人間の責任と役割を理解し、環境保全活動に参加する態度及び環

境問題解決に資する能力を育成すること、②幼児から高齢者までのそれぞれの年齢層に対して推進するこ

と、③学校、地域、家庭、職場、野外活動の場等多様な場においてお互いに連携を図りながら、総合的に

推進すること、④一般的で基礎的なものから専門的なものまで、各主体の行動の特性を踏まえて効果的に、

広く実施することと整理し、推進に当って重視・留意すべき点として、①自然の仕組み、人間の活動が環

境に及ぼす影響、人間と環境の関わり方、その歴史・文化等について幅広い理解が深められるようにする

こと、②内容については、従来から行われている環境汚染や自然保護の枠にとどまらず、消費、エネルギ

ー、食、住、人口、歴史、文化などの多岐にわたる要素を含むこと、③知識の伝達だけではなく、自然と

のふれあい体験等を通じて自然に対する感性や環境を大切に思う心を育てること、④特に子どもに対して

は、人間と環境の関わりについての関心と理解を深めるための自然体験や生活体験の積み重ねが重要であ

る、と位置づけているが、環境教育・環境学習が扱う内容は極めて多岐にわたるため、その基礎として個々

が共通に理解を深めるべき内容がある。それは、恵み豊な環境が人間にとって、生態的のみならず、精神

的にも物質的にも、さらには、学術的にもいかに価値のあるものかを認識し、それらを大切に思う心を育

むことである。そのためにも、豊かな自然や良好な環境とのふれあいの体験を通じて、豊かな感性を育て、

想像力・創造力の基礎をつくることが重要な側面である。 
以上のように、環境教育・環境学習の理念及び推進の方策を示しているが、国の今後の施策としては、そ

の実効性を確保していくことに重点を置き、各主体において行われている取り組みに関する目標や具体的な

実施計画を策定するなどの計画的な取り組みを促進し、各省庁が一体となって推進することが必要であり、

さらに、地方公共団体、民間団体等環境教育・環境学習に関わる様々な団体と連携を図るとともに、必要な

財政措置等についても検討する必要がある。 
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２章 環境教育の現状と問題点 
 
１ 福岡県内市町村における環境教育の現状 

本研究会では、福岡県内９７市町村における環境教育についてその実態を把握し、各市町村が環境教育

の機会を地域の住民に対して提供して、各々がめざすべき環境像を具現化するための課題を明らかにする

ことが重要であると考え、財団法人福岡県市町村研究所の協力の下、県内すべての市町村環境主管課（室）

に対してアンケート調査を実施した。 
同様の調査については、環境行政の実態把握の一部分として研究レベルでは行われていると思われるが、

環境省や福岡県ではその現状と課題を把握していない。このような状況から考えると本調査の結果を分析の

上公表することは、環境教育に取り組んでいる、あるいは、これから取り組もうとする市町村担当課（者）

にとっても有益な資料となることと思われる。 

地域の各主体（住民、地域組織、事業者など）に最も近い、市町村がそれぞれの地域特性やニーズに応じ

た｢環境教育｣というサービスを提供し、地域住民の主体的な環境配慮行動として成果をあげるための課題を、

とくに｢しくみ｣、｢人材｣、｢財源・情報｣、｢協働｣などの観点ら現状分析を試みた。 

 

 

「福岡県市町村における環境教育に関する調査」の概要 

 

・調査対象 福岡県内全市町村（９７団体）の環境主管課等 

・調査時期 平成１４年１１月～１２月 

・調査方法 質問用紙を当該課あてに郵送し、担当者から回答を得た。 

・回収率 ９９％（１町のみ未回答） 
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（１）環境行政の指針 

  環境教育・学習を通じ、地域住民等の環境に関する共通理解の促進、意識の向上、問題解決能力の育成、

取り組みの基礎と動機づけを推進するためには、それぞれの市町村が地域特性や住民のニーズを踏まえ、総

合的かつ計画的に事業を行っていく必要がある。その指針となるものが環境教育計画（指針）であり、市町

村の環境基本計画である。また、環境基本条例は地域住民が定めた自治体における環境行政の経営方針でも

ある。 

 

表１ 福岡県市町村における環境行政の指針制定（策定）状況 
市(24) 町村(72) 全体(96)  環境行政の指針 

有 無 有 無 有 無 

環境基本条例※１ 13 11 5 67 18 78 

環境基本計画※２ 13 11 5 67 18 78 
環境教育計画（指針）※３ 1 23 0 72 1 95 

※１ 「環境基本条例」とは、全般的な環境行政及び施策に関して、その理念、仕組みなどを規定するものを指し、自然・廃棄物処理など

特定の分野に関する規定については除外した。 

※２ 「環境基本計画」とは、地域の環境保全等の総体的かつ具体的な取り組みを推進するための計画を指す。 

※３ 「環境教育計画（指針）」とは、地域において環境教育・学習を総体的かつ具体的に、すべての主体が推進するための行動計画を指

す。 

 

  表１にあるとおり、福岡県内の市町村においては「環境基本条例」、「環境基本計画」とも過半数の市が制

定（策定）しているが、町村ではほとんどの自治体が制定（策定）していない。また、「環境教育計画（指

針）」については、福岡市のみが「福岡市環境教育・学習推進計画」を策定しているに過ぎない状況である。 

 

（２）環境教育（学習）の実施状況 

  次に、実際にどのような環境教育（学習）が市町村の事業として実施されているかを調査したものが表２

である。便宜上、環境教育（学習）の内容を目的別に、「自然保護に関するもの」、「循環型まちづくりに関

するもの」、「地球温暖化対策に関するもの」、「その他」に分類し、具体的な事業名及び事業内容などを調べ

た。 

表２ 福岡県市町村における環境教育（学習）事業の実施状況 
市(24) 町村(72) 全体(96) 

事業区分 
団体数 (%) 団体数 (%) 団体数 (%) 

自然保護に関するもの 16 66.7 16 22.2 32 33.3 

循環型まちづくりに関するもの 14 58.3 12 16.7 26 27.1 

地球温暖化対策に関するもの 10 41.7 8 11.1 18 18.8 

その他 15 62.5 12 16.7 27 28.1 

 
  その結果、地域の自然保護を目的とした事業が 33.3％の自治体で実施されており、廃棄物の抑制、リサ

イクルなどをテーマとした「循環型まちづくり」に関する事業についてもおよそ３割の自治体が実施してお

り、身近な「ごみ問題」への関心の高さが窺える。また、市と町村との比較では、市の方が環境教育（学習）

事業が多く実施されており、調査からは、市居住者の方が環境教育（学習）という行政サービスを受ける機

会に恵まれていることがいえる。  
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（３）環境教育推進のために必要なもの 

  では、いま環境教育（学習）を推進するために何が必要であるか。今回の調査では、推進上の課題を「し

くみ・人的資源の確保」、「財源確保・情報等」の二つに分けて質問し、市町村が施策の推進のために「最も

必要としていること」を調査した。 

その結果、環境教育（学習）推進のために必要な

「しくみ・人的資源の確保」のための項目は、図１

のとおり「学校教育との協働（連携）」であった。「総

合的な学習」への環境教育の実施への期待もあり、

学習機会の確保の意味から、自治体は学校教育との

連携を望んでいる。また、自治会など地域との連携

も、これまでの行政主導から住民の自主性を通じた

環境事業への取り組みの必要性が感じられる。その

一方、県、広域圏など他の自治体との連携や企業・

ＮＰＯなどとの連携については、それほど必要性は

高くなっていない。 

次に、「財源確保・情報等」でいま必要性が高いと

考えていることは、全体としては住民ニーズの把握

することであり、限られた財源の中で重点化した環

境教育（学習）の実施が望まれていると思われる。

また、町村においては、「環境教育を実践するフィー

ルド整備」を除き、いずれのポイントも高く、町村

においては、事業費補助、拠点整備、外部からの情

報提供なども環境教育を推進する上での重要な要素

と考えられている。 

（推進課題の項目については表３を参照のこと。） 

 

 

 

表３ 環境教育の推進に必要なもの（選択肢） 

１ しくみ・人的資源 ２ 財源・情報 

学校教育との協働（連携） 国・県などからの財源補助 

自治会など地域との連携 自治体内部での予算の重点化 

ＮＰＯ・民間団体との協働（連携） 事業に必要な環境教育の外部情報提供 

広域圏での連携 環境教育の拠点整備 

県との連携 住民の学習ニーズに関する情報 

自治体職員の増員（又は養成） 環境教育で学んだことの実践の場整備 

 

図１ 環境教育の推進に必要なもの 

しくみ・人的資源に関するもの

学校教育

自治会等

企業NPO

広域

県

職員増

市

町村

全体

 
財源・情報などに関するもの

国県補助

重点化

外部情報

拠点整備

住民ﾆｰｽﾞ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ

市

町
村

全
体
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次に、環境教育を事業テーマ毎の課題を回答に基づきデータ化したものが、図２である。 

  これをみると、ごみ問題を中心とした「循環まちづくり」については、課題があまり見当たらず、現場職

員などで十分対応できていることが窺えるが、「温暖化対策」や「自然保護」をテーマとして事業を実施す

る場合には、職員では専門的な知識・技術的にも不十分であり、テーマに対応した研修の実施や外部講師に

よる対応が必要と思われる。また、京都議定書の発効を目前に控え、重要となる「温暖化対策」事業におい

ては事業実施する場合の協働先（パートナー）自体が見当たらないケースが見受けられる。 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

循環まちづくり

自然保護

温暖化対策
環
境
教
育
テ
ー

マ

図２　環境教育テーマ毎の課題

専門知識

協働先

庁内体制

参加者少

取組につながらいな
い
ニーズ不適

財源

その他

課題なし

 

 
 

なお、巻末に資料として各市町村の環境教育・学習の取り組み状況一覧を掲載しているので業務の参考と

していただきたい。 



6 

２ 諸外国における環境教育の現状 
 

（１）法律的見地からの現状 
  世界における環境教育先進地域として、アメリカ合衆国や北欧諸国があげられる。 

アメリカ合衆国では、環境教育の推進体制整備を支援する合衆国法を制定している。また、一部の先進的

な州においては州法に定めている。 
北欧諸国においては、各国によって表現は多少異なっているが、教育法や学校法に環境教育推進について

定められている。 
 

（２）アメリカ合衆国の現状 
アメリカ合衆国は世界で最も環境教育が盛んな地域の一つで、環境教育法を制定するほどだが、まずな

ぜそうなったかについて歴史的背景をたどってみたい。 
１９６０年代後半くらいまで、この国の環境教育といえば「自然学習」が主流であったが、１９３０年

代の世界大恐慌や第二次大戦の時代に、大干ばつと農地荒廃と土壌流出により農作物が全く育たない期間が

続く苦しい時代があった。その結果、事態を重く見た連邦政府は自然環境（土壌）の保全に注目し、学校教

育において農民教育を中心に環境教育を推進するようになった。また、海洋生物学者のレイチェル・カーソ

ン著の「沈黙の春」は世界に多大な影響を与えると共に、アメリカ合衆国内においても環境政策・知識者層・

各種市民団体にいたるまで大衝撃を与え、社会思想の大転換点となった。さらに１９６９年の全米環境政策

法の成立、１９７０年の世界初となる環境教育法制定（１９８１年に廃止）同年より始まった「アースデイ」

と続き、１９９０年に全米環境教育法が制定されるにいたった。そして、この全米環境教育法のなかに環境

保護庁が主体となり環境教育が推進して行くことが記されている。 
 
①連邦政府としての環境教育推進体制 
環境保護庁がどのようにして環境教育を推進しているかというと、環境保護庁内に環境教育課を設置し、

環境教育活動や環境教育推進のための指導者養成を目指す高等教育機関の役割を持たせた。また、NPO（民

間非営利団体）やボランティア団体に対して助成金の供出や協力契約の役割を持たせた。さらに、民間企業

が環境教育に資金供出することの促進や世界的な環境教育推進、それに携わる指導者養成のための研修の充

実を世界レベルで浸透させるために全米環境教育研修基金の設立を求める声があがっている。 
 
②州レベルでの環境教育の推進体制 

アメリカ合衆国内において、最も環境教育に対する動きの早かったのがウィスコンシン州である。まず、

州法に環境教育が位置づけされており、環境教育推進拠点設置や学校教育における環境教育の支援システム

が確立されている。１９３５年には州議会が学校教員に対して、保全教育を子どもに行うように求めた。１

９８３年には州の教育省の規則により、小学校および農業、科学、社会の教員資格取得に際しては、環境教

育を実行できる能力が要求されることとなった。また、１９８５年には州内全ての学校区において、環境教

育をカリキュラムプランの中に盛り込むことが義務づけられた。カリキュラム作成内容については各学校区

で独自性を出したものとなっているが、カリキュラム作成方法については州教育省から具体的なガイドが出

されている。現在、ウィスコンシン州内の約半分の学校区が環境教育を含んだカリキュラムを作っている。 
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（３）北欧諸国の現状 
北欧諸国において行政が環境教育を強力に推進している。なぜならば、１９６０年代頃から近隣工業国

（ドイツやイギリス等）の酸性雨などによる自然環境に多大な被害を受けた。その後の１９８６年の旧ソ連

におけるチェルノブイリ原発事故による放射能漏れにおいては日常生活を営む上での死活問題となる食糧

汚染を経験してきたことが環境教育に積極的に取り組む下地になっていると考えられる。元来、北欧諸国は

基本的人権として自然享受権が法的裏づけをもって確立されており、自然との共生が深く根付いている地域

である。スウェーデン、ノルウェーにおいて学校教育のなかで環境教育を推進することが法のなかで記され

ている。 
 
①スウェーデンにおける環境教育 

１９６０年代、スウェーデンにおいても酸性雨や土壌汚染など様々な公害問題が発生し、市民の環境問題

に対する関心が高まっていった。１９６８年には、本格的な環境教育が学校教育において始まった。そして

さらに、１９７２年の首都ストックホルム市で開催された、国連人間環境会議が引き金となり世界中の国に

おける環境教育推進に貢献した。これは、開催国であるスウェーデンにおいても多大な貢献をした。 
現在、スウェーデンにおける教育行政は、国、地方それぞれの教育省、自治体や学校が担当している。国

の教育省は学校法の制定とナショナルカリキュラムと学科計画を作成している。 
自治体レベルではスクールプランを作成している。そして末端の各学校ではローカルワープランを作成し

ている。 
一つの例をあげるならば、ストックホルム市の「学校アジェンダ 21」があげられる。これは１９９２年

ブラジルのリオで開催された、UNCED（国連環境開発会議）で採択された「環境と開発に関するリオ宣言」

と環境保全のための行動計画である「アジェンダ２１」を意識したものだ。これを市内の各学校において策

定するというものである。 
この「学校アジェンダ２１」は、学校も一つの社会と捉え、どのようにしたら水やエネルギーの無駄を無

くせるか、どのようにしたら日常生活からでるゴミを減らせるかなどを子供たちに考えさせ、環境負荷を減

らすための計画をたてて行動していこうというものである。子供も社会の構成員のひとりとして責任を持っ

た行動が求められるのである。これは環境教育の方法の一つとして有効な手段である。また、実際の環境保

全活動でも、このような行動計画を策定することが非常に有効である。子供たちに国際社会の一員としての

義務を果たす取り組みを経験したという意味を持つことになり、更なる自然環境に対する意識向上につなが

っている。 
 

②ノルウェーにおける環境教育 
ノルウェーもまた環境教育を積極的に推進している国である。この国の特徴は教育省が初等教育から高等

教育そして大学や専門学校といった全ての学校における全ての学科に環境教育を統合し、全国民が持続可能

な開発への貢献に必要な、能力・知識・行動を習得できるように目指していることである。１９７０年に教

育システムの中に環境教育が統合され、１９７１年には自然と環境の科目が必修科目となった。それから、

１９７２年になって環境省が設置されており、環境教育については教育省が牽引役を果たしている。 
 
ａ環境教育の枠組み 
ノルウェーの環境教育は、教育省、国民教育課、自治体教育課、郡政府の教育課、各学校のそれぞれ

のレベルで取り組まれている。 
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教育省はコアカリキュラムや環境教育を統合した指導要領や参考書を作成し、それに基づいて各地区

レベルの学校当局を指導している。地区レベルにおいては、教育政策と目標を地方自治体に伝え、自治

体からの相談業務や庶務的な事務業務・研修を調整し円滑行えるようにする役割を持っている。地方自

治体は、学校の予算運営と教員の環境教育研修と教員や地域からの相談業務を行っている。 
  

ｂ環境教育推進のためのコアカリキュラム 
ノルウェーの教育省の定めるコアカリキュラムのうち、環境教育について述べている部分を抜粋する

と、「教育は、自然界にある相互関係と人間と生活場所との相互作用について幅広い認識を与えるもので

なければならない。教授する場合には、自然の事象および力、生物種に関する理解を明確にひとつに結

びつけなければならない。同時に社会組織と技術がどのようにして問題を解決し、生態圏に影響を及ぼ

しているかを理解させなければならない。」の一文がある。この一文がコアカリキュラムに導入されたこ

とにより、環境教育が学校教育で永続的に行われることが保証されている。そのうえ、各種学校にて環

境教育を行う教員達に対する、環境教育の能力を高めるために、教員のトレーニングを重視している。

教員養成大学の学生は、全て「自然、環境、および社会」の教科の単位を取得することが義務づけられ

ている。しかも、この単位取得には３００時間の学習が必要となっており、教員を目指すもの全てが環

境教育を行う基礎を持つことが期待できる。 
しかも、ノルウェーにおいては既に教員となっている第一線で働く教員に対しても、環境教育のトレ

ーニングを受ける研修制度が進められている。この制度では１９９０年から高校教員を対象としてスタ

ートし、１９９４年からは基礎学校（日本でいう義務教育期間）の教員を対象としてスタートした。１

９９６年現在、基礎学校の教員の４０％、高校教員のほぼ１００％が研修を修了している。環境教育推

進のためには、このような教員のトレーニングが重要な位置を占めるといえる。 
 

（４）総括 
現在、日本の学校においても「総合的な学習の時間」において、環境教育を行う先生が増えてきている。

だが、この「総合的な学習の時間」も先生の方針や学校の方針によって他のテーマにそっておこなわれてお

り、本格的に環境教育だけを行っているわけではないのが現状である。実際、「環境教育と言うけれど、環

境教育をどのようにして行えば良いかわかりません。」と、いった声をよく小中学校の先生から聞く。この

ような現状を踏まえ、日本の大学の教員養成課程においても先進諸外国のようなカリキュラムを組む必要が

あるのではないだろうか。また、すでに教員になった先生達にも１年２年といった長いスパンでじっくり環

境教育とはどのように実行すべきか研修を行うことも重要だと考える。 
また、環境教育を効率的に推進するために、法律や行政制度の整備と昔よくあった、臨海学校や地域内の

小川や里山内での自然教育が必要である。なぜなら、現代の子どもたちの多くは自然体験の機会が非常に少

ないのである。このことは、世界中の先進国においてもいえる事である。そのため、欧米ではネイチャース

クール（近所の森や林の中でキャンプ等をして自然に親しむ）を開催したり、学校内にビオトープを作った

りと自然と親しむ機会を作っている。環境教育は教科書知識だけでなく、実体験を通して身近な自然から生

態系とは何？を知る機会として大変重要な位置を持つようになると考えられる。 
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３ 環境教育推進における問題点 
 
（１）行政における問題点 
 
  ①縦割り組織の限界 

行政組織は、国－県－市町村といったいわゆる縦割型による施策の展開が行われているため、行政組織

の壁を乗り越えた、行政組織全体を横断した体制の確立が必要である。例えば、環境問題に大変熱意を持

った行政職員がいても、現在の「行政組織」というのは誰が担当者となっても同じように実行できること

を前提とした「組織」となっている。その組織の中で、１人の職員が選択できる範囲は限定されている。

組織がしばしば環境施策の障壁になっている。また、現在の個々の法律は環境優先（環境主義）の立場を

認めておらず行政組織内における政策調整では現実として環境配慮というのは劣位にされる場合がほと

んどである。 
 
  ②学校教育との関係 

学校教育の場では、総合的な学習の導入を契機に学校での環境教育が充実していくかのように見えるが、

実状として、教師自身が環境教育を行うのに十分な知識や能力を持っていない、カリキュラムに入ってい

ない、教材、学習プログラムが十分でないなど、不十分な体制の中でのスタートとなっている。 
 
  ③体制づくり 

環境教育推進に係る各自治体の取り組みは、自治体によって温度差はあるものの、単発的になりがちで、

組織的、継続的な取り組みとはなっていない場合が多い。また、環境関連部局に専門的な知識やテクニッ

クを持った職員が配置されるケースは極めて少ない。 
 
  ④施設の運用 

環境学習や環境保全活動の拠点となる施設も必要であるが、利用が少なく効率が悪いというのではいけ

ない。継続的に来場者がくるようにするにはどうすればよいか、予算を考慮して内容を検討する必要があ

る。 
 

⑤環境教育に対する姿勢 
図３に福岡県内全97 自治体の環境教育事業の実施状況を示すが、取り組みを行っていない自治体が半

数近くを占めている。予算、人員的な問題も大きな原因と思われるが、自治体によっては行政も何をすれ

ばよいのかわからない、つまり環境情報が不足している。あるいは環境教育の必要性を未だに感じていな

いといった自治体もあるのではないだろうか。 
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図３ 福岡県の自治体における環境教育事業実施状況（平成13年度） 

 
 
 
 
 
 
 

                              （ｎ＝97） 

 

 
（２）住民生活における問題点 
  ①大量生産大量消費のライフスタイル 

現代の環境問題は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動やライフスタイルの定着化等、今日の

社会のあり方そのものに問題があるといえる。大量のモノに囲まれ、さらに新しいモノを求め、すぐにモ

ノを惜しげもなく捨てるという現在の生活様式では、地球の資源を無駄に浪費しており、日常の生活が環

境破壊に直結しているといえる。 
  ②環境意識の確立 

住民の環境に対する意識は、個人差がある。例えば、地域清掃のようなボランティア活動を行った場合、

実際に参加するのはいつも決まった顔ぶれであることが多い。個人の欲求がその活動を行うことによって

満たされれば行動するが、個人の枠を超え、周辺、地域、まち、国、地球と大きな枠での必要性が個人の

行動を促すきっかけになるとはいえない。 
  ③環境意識のとり違い 

住民の環境に対する意識は、図４に示すとおり非常に高く、苦情件数は平成１３年度には全国で94,767
件と年々増加傾向にある。一昔前までは残っていた近所づきあいが現在少なくなった為なのか、自分の身

の回りに起こるすべての不満を自身で解決しようとせずに行政に向けるといった傾向も問題となってい

る。 
 

１～２事業 
２５自治体 

無回答 
１自治体 

取組がない 
５１自治体 

５事業以上 
１１自治体 

３～４事業 
９自治体 
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図４ 典型７公害および典型７公害以外の苦情件数の推移 

（Ｈ１３年度公害苦情調査結果報告書より抜粋：公害等調整委員会事務局） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ④住民意識調査からみた問題点 

ａ環境問題への関心・行動の年齢別比較 
図５に、環境問題への関心・重要度の年齢別の比較を示す。「地球温暖化」や「その他の地球環境問

題」については高校生が市民を上回っているが、「特に関心はない」と答えているのも高校生が大きく

上回っている。また、図５の環境保全活動の参加状況については、「参加したいが、できない」との回

答では市民が高校生を大きく上回っているのに対し、「参加する気はない」との回答は高校生が市民を

大きく上回っている。若年層は地球温暖化をはじめとする環境問題の知識については大人と遜色ないが、

それを行動に移す関心・意識については大人に比べて欠けていると考えられる。 
 

図５ 環境問題への関心・重要度（平成14年度甘木市調査） 
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図６ 環境保全活動への参加について（平成14年度甘木市調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｂ環境に配慮した行動を行わない理由 
環境保全活動や、普段の生活の中での取り組みなど環境に配慮した行動について、行動を行わない理

由を図７に示す。お金・時間・手間がかかるといった意見もあるものの、何をすべきかわからないとい

った理由が約半数を占めている。住民にとっては、環境に配慮した行動を行う必要は感じているが、何

をやってよいかわからないため、行政による積極的な環境情報提供が求められる。 
 

図７ 環境に配慮した行動について、行動を行わない理由（平成13年度） 

 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

ｃ行政から提供してほしい環境に関する情報 
住民が得たいと思っている環境に関する情報は、地球環境よりもむしろ公害・自然・開発計画などの

地域環境および暮らしに関係したものが多い。また、環境問題に対する行政の対応に関する意見が多い

のも見逃せない。 
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図８ 行政から提供してほしい環境に関する情報（平成13年度岡垣町調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑤知識習得からのステップアップ 
住民の環境問題に対する関心は、地域生活型の環境問題から地球規模の環境問題に至るまで幅広く高ま

ってきてはいるが、いざ対応となると関心や知識を得るだけにとどまっており、環境保全のためにものの

値段が高くても購入するといった態度や行動をなかなかできないように、ライフスタイルの変革のための

行動や参加までに至ってないのが現状である。 
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第３章 環境教育の推進に係る施策 

 
１ 市町村における環境教育の推進 

 

市町村において、地球温暖化などの地球規模の環境問題、生活排水による河川の汚濁などの身近な環境問題

に対処するための環境教育の推進は重要な施策の１つである。また、これらの環境問題を解決するには、一人

ひとりのライフスタイルを変えていく必要があり、直接、地域住民と関わる市町村が重要なカギを握っている

と言っても過言ではない。 

 

（１）地域への環境学習講座（家庭でできる環境にいい暮らしづくり） 

地域住民一人ひとりのライフスタイルを変えていくという点で、熊本県水俣市を参考に実施する。月１回、

自治会等単位で、「テレビ、照明はこまめに消す」「風呂の水など再利用を工夫する」「合成洗剤より石けん

を使う」（３０項目程度）など、家庭でできる環境にいい暮らしづくりのための講座を開催する。講座終了

後、市町村サイドから行動記録用紙、電気、水道、ガソリン、燃やすゴミの使用量などの記録用紙を配布し、

地域住民が上記の項目から３つ以上選び、実践を宣言し、３ヶ月間実行する。市町村で、月単位の記録した

行動の実績・評価の審査を行い、認定証及び石けんを贈呈する。 

 

（２）広報紙による環境関連情報の提供 

継続的な環境学習講座より、簡単に環境教育ができるのが広報紙による環境関連情報の提供である。国が

実施した「全国の成人男女を対象とした調査（環境にやさしいライフスタイル実態調査、平成10年3月）」

によると環境情報の入手経路として、ＴＶ、新聞に次いで、【自治体の広報紙・パンフレットから入手する】

と答える人が多く、過半数を超えている。住民への環境情報の提供といった点においては、市町村の広報紙

が比較的有効に機能していることが伺われる。 

そこで、地球温暖化、オゾン層破壊、ダイオキシン、生活排水による河川汚濁、ごみとリサイクル（野焼

き、不法投棄、最終処分場）などの環境問題の情報を市町村の広報紙で提供する。 

（例）地球温暖化 

    ☆地球温暖化とは  ☆なぜ地球温暖化が問題になるのか  ☆地球温暖化予測 

    ☆地球温暖化による影響  ☆地球温暖化を防ぐには（私達にできること） 

    といったテーマで、簡単にわかりやすく情報を提供する。 

 

（３）環境保全活動の実施 

環境保全活動を実施することは、環境教育の一環であると考えられる。ゴミの不法投棄、生活排水による

河川の汚濁は、身近な環境問題の代表的なものであり、それらの問題に対処するためには、住民による年１

回の道路、公園などのゴミ拾い、下水路等の清掃は最低実施する。活動方法は、市町村の実状に応じて実施

する。 

地域住民一人ひとりが、「ゴミのポイ捨てはしてはいけない」「使い古しの天ぷら油を流しに流さない」

「洗剤は多く使わない」など思ってくれれば幸いである。 

 

（４）市町村職員研修（福岡県市町村研修所）で環境学習の実施 

地域住民が環境に対し関心を持ち、環境に配慮した生活をする前に、まず市町村職員が、それらをしなけ
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ればならない。そこで、福岡県市町村研修所の職員研修で環境学習を取り入れてもらいたい。研修内容は、

環境関連の専門的な知識や能力を持つ者を講師として招き、様々な環境問題、国の環境関連施策などを紹介

する。その後、職員に“住民を環境に配慮したライフスタイルに変えさせるにはどうすればいいか”をグル

ープ討議し、発表させる。研修所の基本的な考え方、市町村職員に必要とされる政策能力の向上を目指すと

いうことにつながると考えられる。 

※市町村の庁内研修でも、同様に環境学習を実施するのもよい。 

 

 

２ ＮＰＯとの協働による環境教育 

 

（１）社会におけるＮＰＯの役割 

従来は社会経済における環境保全活動の分野は大きく「公」と「民」に分かれており、「公」の部分を行

政が、「民」の部分を事業者が担っていた。しかし、近年、社会経済の変化に伴い、ＮＰＯ団体等の民間団

体が新たに環境教育を含む環境保全活動の担い手として登場してきた。また、ボランティア活動の活発化や

情報公開制度の浸透により、市民も社会活動の表舞台で存在感を発揮し始めている。ＮＰＯ等は多様なボラ

ンティア活動の核となる新しい公共組織となりうるものであり、行政や民間企業だけでは担えないような新

たな領域を民間団体に任せることによって行政と事業者、市民との橋渡しが可能になると考えられる。 
 

（２）ＮＰＯ活動の特徴 

①活動の柔軟性 

ＮＰＯ活動は、市民に対し原則として公平に関わらなければならない行政と違い、形式的公平性に束

縛されず、個々に応じた対応が可能である。 

 また、行政の活動が都道府県や市町村といった区域によって制約を受けるのに対し、ＮＰＯ活動は区

域を越えた広域的な活動や特定の市町村（地域）に対する活動などテーマによって活動範囲を定めるこ

とができる。 

②活動の多彩さ 

行政の取り組みは、多くの市民が望む公約数的な活動に限定されがちであるが、ＮＰＯ活動の場合、

その結果に対して自ら責任を負う（自己責任の原則）ならば、それぞれが関心を寄せるテーマに集中的

に取り組むことが可能である。 

③機動性 

「全体の奉仕者」である行政は、特定の地域に限定される問題であっても、公平性を重視するあまり

に、全体の状況把握を行った上でなければ行動を起こせない状況に陥りがちであるが、ＮＰＯ活動の場

合には、目の前の課題にすぐに対応でき、機動的に活動できる。 

④効率性 

ＮＰＯ活動は、寄付者・支援者の確保にも企業と同様に競争原理が働くため、創造性や効率性の高い

団体ほど活動を広げることができる。 

自らの発意から出発する活動は、その運営経費を他者から保障されているわけではなく、限られた資

源を最大限に活かす効率的な運営が求められる。 

⑤先駆性・開拓性 

ＮＰＯが創造的な活動を次々に展開していく基盤は、自己責任の原則にある。これは企業でも似た状
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況だが、必ずしも採算だけにとらわれない点では、先駆性・開拓性は企業以上とも言える。 

⑥専門性 

日本の多くの組織と同様に、行政では一般的に数年で人事異動が行われる。そのため行政職員は、ジ

ェネラリストとしての資質は向上するが、専門性を高めることは難しい状況にある。 

一方、ＮＰＯはテーマを特化して事業を進めているため、専門性を高めやすい状況にあり、行政は特

定の事業に関してはその専門性をもったＮＰＯに委託するなど、協働関係を結ぶことで地域社会に専門

的で多彩なサービスを提供できる。 

このようにＮＰＯ活動には多くの長所があり、これまで行政が提供してきた領域に加えて、新たな社

会領域を開拓し、さらに行政を上回る機能性を発揮する可能性を持っている。 
 

（３）ＮＰＯ活動を促進し、行政との協働を進める意味 

①市民参加の受け皿となる 

   まず、ＮＰＯ活動を通じて、市民の社会参加の機会を広げられるという点である。 

 近年、生きがいや仲間を求めてＮＰＯ活動に参加する人々が増えている。そうなると活動への参加意欲

も市民ニーズのひとつであり、これに応えることも行政の役割に加えられる時代になってきたとも言える。 

 生活環境型公害と言われるように、問題の原因が市民生活に由来しているような近年の環境問題の解決

のためには、市民が自らその問題を解決するための行動（環境保全活動）を実践することが重要であり、

ＮＰＯ活動への参加を通じてこのような問題に直接関わる機会を増大させることも必要である。 

②自治意識が向上する 

ＮＰＯ活動と行政との協働は、従来のように市民が行政サービスの「客体（顧客、消費者）」であり続

ける関係を崩し、「自治」の基本とも言える「民」が主体となる社会づくりの糸口となる可能性もある。 

本来、民主主義の社会とは、市民が社会のあり方を決める権利を持つとともに、社会問題を解決する

責任も市民自身が担う社会であるが、これまで行政による市民生活の向上といった面が重視される中で、

市民は行政サービスの受け手の立場にあるという面は強調されてきたが、行政サービスを創造する担い

手でもあるという面は看過されがちであった。 

環境問題の解決に当っても、問題をどのように解決するかという権利と責任を根源的に担っているの

は市民自身であり、例えば、一般廃棄物の処理のように市町村の責任において行われるものであっても、

市民が消費者・排出者としての責任を全うすることはもちろん、廃棄物をどのように処理するかという

意思決定過程にも参加することを前提としたものでなければ本質的な解決には至らない。 

 

（４）ＮＰＯ活動を促進するための施策 

①補助金 

ＮＰＯ活動の発展を考えた場合、補助金の支出にあたって一定の方向付けをする必要がある。補助金

の支出にあたっては、単に資金を提供するだけでなく、ＮＰＯ団体が自立的な運営に向けて成長するた

めの支援策も組み合わせる必要がある。具体的には自主財源、民間財源の確保に関する講座や助成金等

の情報提供、市民や企業などの支援者とＮＰＯ団体を仲介するコーディネート役の確保などが必要にな

ってくる。 

市町村が単独でＮＰＯに対する補助金を支出したとしても、それだけではＮＰＯ団体の負担が大きく

なる場合が多い。そこで、例えば、ＮＰＯ団体が行う事業を対象とする補助事業（市町村が実施する補

助事業を除く。）で、補助率が１／２である補助金を活用するとした場合に、残りの１／２を市町村が補
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助することができれば、ＮＰＯ団体は負担なしで事業を実施することができる（この場合、市町村が行

う補助は、特定の事業に対するものではなく、団体の活動全般を対象とすることとし、補助事業の重複

を避けることが必要）。 

②事業委託 

ＮＰＯ団体への事業委託による公共サービスの分担は、ＮＰＯ団体の財政上の脆弱性を克服すること

はもちろん、次のような効果も期待できる。 

   ａコミュニティの再生 

事業委託は、地域社会が抱えている問題に気付いているＮＰＯ団体が、公共サービスの提供に直接

関わることにより、主体的に、または行政と協働して、その問題解決にあたろうとする道を大きく開

く。      例えば、ゴミの収集及びリサイクルを民間企業に委託した場合、収集・リサイクル

すべきゴミが増加しても、契約の範囲内であれば特別の感慨を抱かないであろう。しかし、同様の事

業をＮＰＯ団体に委託した場合、他ならぬ市民自らが出すゴミの多さに気付き、本来、次善の策であ

るリサイクルで対応するのではなく、まずゴミ自体を出さない暮らしを営む必要性を実感することが

予想される。 

このようにＮＰＯ団体への事業委託は、単なる受託者という立場を超えて、社会が抱える問題を市

民が主体的に解決しようという気運を高めるきっかけとなり、コミュニティの再生を進める契機とも

なる。 

   ｂ「市民分権」を進める 

従来、行政の担当分野とされていた領域の事業を、委託契約などによってＮＰＯ団体へ委ね、その

創意工夫で具体的なサービスの提供を行うことで「行政から市民への分権化」の端緒となる。 

   ｃＮＰＯ団体の成長促進 

事業委託により、市民自らが公共サービスの担い手となり、自らの意思と自らの責任のもとで地域

社会の課題を解決する経験を重ねることで、ＮＰＯ団体の成長を促すことができる。 

さらに、委託費には人件費や管理費への支出もその積算に含まれることが一般的であり、ＮＰＯ団

体の運営基盤を強化する面がある。 

 

（５）ＮＰＯ団体にとっての環境教育の意味 

   ＮＰＯ団体の活動を持続するためには、資金と人材を継続的に確保する必要がある。資金を確保するた

めには、補助金や助成金、事業受託等による環境保全活動を積極的に行う必要があるし、人材を確保する

ためには、資金とともに団体としての魅力を創造することも必要となる。仮に活動が軌道に乗ったとして

も、活動により一定の成果を上げなければ、団体の存在意義そのものが危ぶまれる状況に陥る。そのため、

ＮＰＯ団体は自らの活動を持続させ、自らの存在意義を見出すために、ＮＰＯ活動に対する「市民の理解」

を高めることが不可欠となる。この市民の理解とは環境問題を解決するための方法や手段はもちろん、環

境問題の原因がどこにあるのかといった問題の本質に対する理解であって、これは、これまで行政が担っ

てきた環境教育の範囲と一致する。 

   今日的な環境問題を本質的に解決するためには、環境問題に対する理解や知識を深めるための環境教

育・環境学習の推進とそのような理解や知識のもとで、環境保全活動を実践することが重要である。 

   これまで行政が担ってきた環境施策の一部をＮＰＯ活動に委ねることの意義は、単にサービスの提供主

体をＮＰＯ団体に移すということだけでなく、自発的で自由な活動であるというＮＰＯ活動の特性と自己

責任の原則を活用することによって、環境教育・環境学習の推進と市民主体の環境保全活動の活性化を両
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立させることができる点にある。 

 

（６）ＮＰＯとの協働を進めるにあたって 

   以上のように、ＮＰＯとの協働を進めることに一定の意義を見出すことが出来るが、県内自治体におけ

るＮＰＯとの協働はほとんど進められていないといわざるを得ない。 

   ＮＰＯとの協働を阻害する要因のひとつとして、自治体職員の資質の問題が考えられるが、ここで求め

られている資質とは「ＮＰＯとの協働をコーディネートできる能力」を自治体職員の新たな専門性として

備えることであろう。 

   地方公務員制度調査研究会が１９９９年４月にまとめた「地方自治・新時代の地方公務員制度」の報告

では、「専門性、創造性、柔軟性や豊かな人間性さらには住民の信頼を得る職務能力、公務員としての倫

理観や責任感が求められる分権型社会における地方公務員を目指して」、地方公務員制度を２１世紀の地

方自治を支える人事制度にふさわしいあり方に改革するとして、人事制度に対する地方自治体の自主決定

権を拡大することが提案されている。 

   地方自治体が人事制度について自主的に定める範囲をいっそう拡大するということは、各々の自治体が

必要な職員のあるべき姿を描き、その人材をそれぞれの地域で育成していくことであろう。そういった意

味では、現時点におけるＮＰＯとの協働が、職員に住民ニーズをより身近なものとさせ、地域の課題を敏

感に察知し対応する能力を有する職員を育成することにつながるといえる。ＮＰＯとの協働は、自治体職

員の意識変革の契機である。 

 

 

３ 学校における環境教育の推進 
 
（１） はじめに 

平成１４年度から全面実施される新しい学習指導要領により、「総合的な学習の時間」が新設された。

「総合的な学習の時間」は、これまでの画一的な授業を変えて、地域や学校、子どもたちの実状に対応

し、学校が創意工夫を生かして特色ある教育及び、環境、情報、福祉、国際理解等、従来の教科をまた

がるような課題に関する学習を行える時間となっている。 
教育現場においては、総合的な学習の時間が新設されたものの、環境教育分野は盛り込まれていない、

どのようなカリキュラムを組み、プログラムを実施していけばいいのかわからない、あるいは「環境教

育」＝「環境美化、地域清掃」等の意識もあることから、行政として総合的な学習の時間に対応した学

校へのバックアップ体制作りが望まれる。 
また、自治体における環境教育の推進に関する調査においても、学校との連携の必要性は他の項目と

比較して重要度が高いとの調査結果が出ており、学校は具体的な行動につながる主体として注目度は高

い。 
このため、学校における「総合的な学習の時間」の推進に関する行政施策について提言していきた

い。 
 
（２）人材の育成 

①教職員研修会の実施 
学校で環境教育を実施するにあたっては、教職員の環境に関する知識の向上及び、ファシリテーター
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としての資質向上が重要となる。 
このため、教育委員会と連携した教職員研修会を開催し、行政が蓄積している環境教育に関するノウ

ハウ、情報等を教職員に伝えることにより、学校における環境教育を推進するキーパーソンづくりにつ

ながる効果が期待される。 
愛知県豊田市では、平成１２年度より新規採用教職員研修（１日）及び広域圏町村新規採用職員研修

（２時間）を年度当初に実施している。 
講師は市長部局エコライフ課職員が担当し、内容は、環境問題に関する基礎知識及び市が実施してい

る環境関連事業（子どもエコクラブ、マイバック運動等）、教育関連事業（出前講座、指導者登録紹介制

度等）となっている。 

また、諸外国における先進事例においても、教職員のレベルアップは重要視されており、教員資格取

得時での環境関連単位の取得義務及び、現場の教職員に対する継続的な研修制度が確立されているケー

スもあり、教職員が環境教育を実行できる能力の養成は必要不可欠であることが窺われる。 

なお、日本においても環境教育を充実させるため、環境省と文部科学省共同で２００３年度から、教

員らを対象に研修を始めることとしている。講師は大学教授や環境に詳しい非営利組織（ＮＰＯ）関係

者、自然保護事務所の職員らで、資料や教材など環境学習に関する総合的なデータベースも共同開発し、

教える側の育成に力を入れる予定である。 
 
②行政職員の教育力の充実 
現在、多くの自治体で出前講座（職員派遣事業）が実施され、学校教育の中で活用されつつあるが、

出前講座のメニューが少ない、あるいは教職員が出前講座の内容をよく知らないケースも考えられる。 
このため、教職員が求めるメニューや、地域特性に対応したもの、タイムリーな環境問題に関するメ

ニュー等を開発、充実させるとともに、教育委員会等を通じた出前講座の周知徹底、出前講座に係る環

境行 政関係職員の資質向上及び、環境施策は多岐にわたることから、関係部門の環境教育に関する理

解及び協力も欠かせない。 
また、行政による教職員への環境教育トレーニング、コンサルティングも重要であることから、行政

職員が率先して環境教育推進に関するスキルアップを図っていかなければならない。 
 
（３）カリキュラム、プログラムの作成 

①カリキュラムの共同作成 
「総合的な学習の時間」において環境教育が実施されるためには、年間単元指導計画（カリキュラム）

の中で環境教育が位置づけられ、効果的な学習プログラムが盛り込まれることが重要となる。 
カリキュラムは、各学年の教職員によって、これまでのカリキュラムを元に前年度の反省、児童の反

応等を考慮しながら修正され、年度末までに作成される。 
行政としては、カリキュラム作成段階において教育委員会、学校等に働きかけを行い、その内容につ

いて行政の持っているノウハウ、情報等を提案しながら、共同して作成することが考えられる。 
また、作成されたカリキュラムは教育委員会（あるいは環境関連部局）にて集約するとともに、学校

ごとに環境教育推進担当者を設置し、連絡会議を開催する等、各学校でカリキュラムの共有、情報交換

することにより、自治体全域での環境教育推進の契機となる。 
なお、諸外国の先進事例では国、州レベルでの法律等による学校での環境教育実施の義務化及びナシ

ョナルカリキュラムやカリキュラム作成ガイドラインを策定することで国家として環境教育支援システ
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ムを確立しており、自治体レベルでもこのような制度を導入することも考えられる。 
 
②プログラムの開発、提示 

教職員にとって、総合的な学習の時間で幅広い学習分野に対応し、それぞれの学習プログラムを作成

することは難しい。 
このため、行政から効果的なプログラムを開発、提供することにより、教職員の負担が軽減されると

ともに、カリキュラムに編入されやすく、継続的な教育にも繋がる効果が期待される。 

また、県教育委員会、教育センター等に所蔵されているモデル校、研究指定校の実践事例及び資料、

プログラム集や、国内外の環境ＮＰＯ、ＮＧＯが開発した環境教育プログラム、インターネット等で公

開されている取り組み事例集等、多数の関係資料を収集整理し、学校に情報提供することで、教職員に

とって環境教育に取り掛かりやすい条件整備ができることとなる。 
なお、プログラムを開発提示するにあたっては、次の事項に留意することが大切である。 

 
ａゲストティーチャー（ＧＴ）の活用 
学習プログラムを作成、実施するにあたっては、ＧＴの協力は不可欠である。ＧＴとコラボレーシ

ョンすることにより、地域の人材（専門家）との交流が図れるとともに、学習内容が深まることが考

えられる。また、児童生徒にとってもＧＴに学習成果を評価されることにより、社会的に認められる

ことを体験する機会となる。 
ＧＴを活用するにあたっては、前段として行政による人材、関係団体の発掘、登録及び学校とのコ

ーディネーターとしての役割が求められる。また、地元に限らず近隣の教育、研究機関（大学等）と

連携して事業を進めるケースも考えられるため、幅広く情報を収集しておくことが大切である。 
なお、ＧＴによっては子どもの学習段階を留意せず、もっている専門的内容を多く子どもに伝える

傾向もあるため、プログラムを実施するにあたっては事前の協議を十分に行う必要がある。また、Ｇ

Ｔに授業を任せっきりでは教職員、児童の自主性、やる気を削いでしまうとともに、継続性が確保さ

れない恐れもあることから、教員もその学習内容を熟知するとともに、資質の向上に努める必要があ

る。 
 
ｂ地域の特色を生かしたプログラムづくり 
総合的な学習の時間では地域の実態に応じて、学校が創意工夫を発揮して行うこととなっているが、

教職員は数年で勤務校が変り、自分の校区、地域を把握するには時間的に無理な場合もある。 
行政は地域社会に根ざした環境関係施策を展開していることから、地域の実状、社会情勢、自然環

境資源（山林、河川、ため池等）を生かしたプログラムの提案及び地域の状況に根ざした独自の環境

副読本を作成、地域の人材、団体の紹介、コーディネート等が考えられる。 
 
ｃ地域を巻き込んだプログラムづくり 
持続可能な社会の実現のためには、環境教育の成果を学校内にとどまらず、地域全体に反映させる

必要がある。 
学習した内容を他の学年や、行政、事業所、地域社会にフィードバックさせるような仕掛け作り（地

域インタビュー、啓発ポスター作成、ビオトープ作り等）を行うことにより、地域全体での環境に配

慮した取り組み、環境意識の向上につながるともに、特に生活に密着した分野（ごみ減量化、省エネ
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ルギー等）では、家庭の中での実践に繋がるようなプログラムづくりや、学習発表会への保護者参加

等により、子どもから家庭、社会を変えていくきっかけ作りになる効果が期待される。 
 
ｄ体験型学習の重視 
新しい学習指導要綱では、総合的な学習の時間において、「自然体験やボランティア活動等の社会経

験、観察・実験、見学や調査、発表や討論等、体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れ

ること」としており、自然体験や社会体験の重要性とその促進がうたわれている。環境教育の視点か

らも体験に基づく学習は、学習者の総合的な環境認識・態度・行動に発展しやすい。 
行政としては、体験型プログラムの収集及び活用システムの構築に努めるとともに、各学校が情報

を共有しながら総合的な学習の時間に取り入れていくことが望まれる。 
また、体験型学習を実施するにあたっては、その現場まで出向かねばならないケースも多くなるこ

とが想定されることから、行政の持つ資源（バス、施設等）の使用についても弾力的に貸出し、運用

する必要がある。 
 

（４）環境教育の推進手法 
①環境教育推進モデル校の指定 

各自治体の全教育現場にて環境教育を同時に推進していくことは、理想ではあるものの現実として人

材、予算等の都合から困難な面も有り、途中で一部学校の事業が自然消滅してしまう可能性もある。 
対策として、環境教育を推進するためのモデル校を指定し、学習プログラム等に関する経験、情報、

ノウハウ等を蓄積した上で、全体の各学校に波及させていく方法が有効であると思われる。 
モデルとなる学校の選定方法としては、文部省、県教育委員会等からの研究指定校、あるいは環境教

育を推進するためのキーパーソンがいる学校等が考えられる。 
 

②継続的な環境教育の実施 
現在の小学校での環境教育は、第４学年でごみ、リサイクルに関する学習、また総合的な学習の時間

の中で一部行われているが、内容的に継続性、発展性が乏しいため、学年が上がる又は中学、高校に進

学すると意識、知識が元のレベルに戻ってしまうケースもある。 
このため、教育委員会等で連絡調整を図りながら、各学年及び小中高等学校を通じて継続性、関連性

を持たせたカリキュラムを作成し、全教育課程において持続可能な社会構築への貢献に必要な能力、知

識、行動を習得できるよう目指すことが必要となる。 
また、総合的な学習の時間は予算措置がなされておらず、実施したいプログラムはあるものの「やり

たくてもできない」ケースも多い。このため、環境教育を継続して実施するための予算確保に努めると

ともに、国等の補助事業を活用できるケースもあるため、情報の収集が大切である。 
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みんなで創る信頼と安心の環境都市・とよた 
人づくりと協働参加の環境づくり 

 
豊田市は自動車産業を中心とした全国有数の工業都市であり、人口 35 万人、面積 290.12 平方キロメート

ルを有する中核都市である。一方で、森林に囲まれた自然豊かな土地であり、自然を生かした農業の盛んなま

ちでもある。豊田市には環境学習担当部局としてエコライフ課があり、市民とのパートナーシップのもとさま

ざまな環境教育、学習活動を行っている。 
（１） 人材の育成 

教職員の環境問題における認識と理解を深めるため、市では新規採用教職員むけに環境学習講座を開

催している。また、地域での環境学習活動を支援するリーダーを養成するために、ネイチャーゲーム初

級指導員養成講座や環境学習リーダー養成講座も開催し、人材育成を積極的に行っている。 
（２） 人材の活用 

市では県内の環境学習や環境活動の指導者を登録し、登録名簿を市内の幼稚園、保育園、小学校、中

学校、公民館に配布し紹介をしている。また前述の指導員養成講座の受講生は本人の希望ではあるが登

録名簿に記載される。指導員養成講座受講生のなかには、環境学習ボランティア団体を結成し、市との

パートナーシップのもと市の出前講座の支援をしたり、自ら講師となって学校や公民館で講座を行って

いる方もいる。 
（３） 環境活動団体のネットワーク化 

豊田市には環境関連団体が１０団体あり、それぞれのテーマに合わせた活動がなされている。平成13
年度に市民活動の拠点施設として「市民活動センター」が開設され、市では活動拠点施設として支援を

行っている。 
（４） 市と環境活動団体とのパートナーシップ事業 

「豊田市自然環境基礎調査事業」豊田市自然愛護協会の会員を中心に、豊田市自然環境基礎調査会と

いう任意団体を立ち上げ（事務局は市）、平成13年度から15年度の3ヵ年で市内全域の動植物の生息植

生状況を調査し、報告書を発刊する。 
「とよたエコキッズキャンプ」万博を生かしたまちづくり事業の一環で、市と市民によるコラボレー

ションで実施。平成14年度のテーマを「里山」とし、ネイチャーゲームを行ったり、親子で里山保全活

動を行う。平成17年度の万博開催まで継続して行われる。 
（５） 学習拠点の整備とネットワーク化 

 自然観察の森（環境庁の指導と補助により全国に１０ヶ所設置されたうちの1ヶ所。）を環境学習拠点

として、場づくり・自然体験学習の人づくりを目的に、市民、行政、専門家が参加する「とよた自然わ

くわくクラブ」を組織している。ボランティア養成のための講座や自然学習会を開催したり、湿地のビ

オトープづくりや里山整備を進めている。 
（６） 教材・学習プログラムの作成と活用 

自主的な環境学習を支援するために、生活廃水の汚れを簡単に測定できるパックテスト等の教材や書

籍、水生生物調査用の器材等を各種取り揃え、市内の小中学校や公民館を始め、活動団体を対象にこれ

らの器材の提供や貸出を行っている。 
また、できるだけ早い時期から環境への理解を深め、行動が自然に身につくように、小学生向けの環

境家計簿を作成し配布をしている。総合学習の一環として活用するところや夏休みの課題として使用す

るところもあり、活用度は９５％にものぼる。 
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ＮＧＯ団体だから取り組める個性ある環境教育を 
相乗効果を生み出すパートナーシップ活動 

 
「環境市民」は環境問題に対して総合的に活動ができるＮＧＯを目指し、1992 年に設立された。様々な環

境問題を課題解決型に扱い、市民の視点から調査研究を行い社会に提言し、かつその実行にも汗を流す、関心

のある人なら誰でも参加できるボランティア組織である。「環境市民」の活動は京都を中心に、滋賀、東海へ

と広がっている。「環境市民」は平成14年3月にＮＰＯ法人格を取得した。 
「環境市民」では、（１）地域実践活動（２）パートナーシップ活動（３）先進活動を3つの柱としている。

活動をとおして課題を解決していくことが「環境市民」の特徴といえる。 
（１） 地域実践活動 

現状の環境情報、教育が「You must」（環境保全のためにはこうしなければならない）という窮屈な

ものが多く限界を感じるものであるが、「環境市民」は「You can」（自分にできることから活動する）

という市民側からのボランティア（自発性）精神に基づくものである。 
里山やエコ農園で自然と親しみ循環にしたがった暮らしを学ぶ自然教室、エコロジカルな住まいづく

りや自然エネルギーのある暮らしを学ぶ市民学校、楽しく料理をしながら環境を考える楽貧倶楽部の活

動、国内外へのエコツアー等、楽しみながらの具体的で実践的な活動が行われている。 
また、参加する人たちの力を向上させ、その力を波及させるための機会をつくることにも積極的であ

る。各グループのテーマに沿った連続学習会、地域の環境活動を担うリーダーの養成講座、社会に影響

力を持つNGOになるための「環境ＮＧＯ活動実践手法講座」、総合学習の時間の実施にむけた学校の先

生のための環境学習セミナー等を開催している。 
また、未来の世代に伝えるための環境共育も「環境市民」の重要な活動である。まち、里山、教室と

いったさまざまフィールドで、一緒に楽しく遊びながら考えて学ぶといった姿勢をとっている。ゲーム、

劇、ワークショップといったさまざまな環境共育プログラムの開発や絵本、カルタ等の環境共育教材づ

くりにも力を入れている。 
（２） パートナーシップ活動 

「環境市民」では、市民、ＮＧＯが社会に主体的に提案し参画するパートナーシップ活動を積極的に 
すすめている。環境問題解決のための効果的な取り組みとしてＮＧＯ、行政、企業がその機能・得意分

野の違いを生かして協働することを挙げており、パートナーシップ活動の理念を①環境市民の活動目的

にあうこと②対等であり違いを生かせること③信頼を築き、良い緊張感のある関係であること④相互の

情報を開示すること、としている。 
自治体からの依頼を受けて行う住民向け講座への講師派遣をはじめ、「京都長岡京市の環境基本計画

策定の市民参画組織のコーディネートと計画づくり」、「京都市エコロジーセンターの構想や展示学習施

設の企画」等、自治体とのパートナーシップ活動はかなりの実績である。 
（３） 先進活動 

今でこそ全国的な活動になってきているグリーンコンシューマー活動も「環境市民」では早くから取

り組み、京都での実践を通した普及が大きな促進力となり各地で自発的な活動が生まれている。グリー

ンコンシューマーとして買い物する具体的な方法や環境にやさしい商品やお店の情報を提供する「買い

物ガイド」は環境教育教材としても価値の高いものである。グリーンコンシューマー活動が自治体との

パートナーシップ活動につながる事例が多く、最近では自治体の受託をうけてグリーンコンシューマ

ー・リーダー養成講座が盛んに行われている。 
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京エコロジーセンター 
環境にやさしい活動の輪を広げる環境学習の拠点施設 

 
「京エコロジーセンター」は、ごみの減量や地球規模の環境問題に対応するため、環境教育、調査研究、

実践普及活動の拠点として平成14年4月に京都市の青少年科学センター敷地内にオープンした。 
「みんなでつくり、進歩する展示」という基本コンセプトのもと「学び・育つ」ことから「調べ・考える」

そして「参画し・行動する」までのステップアップを実現していく場としてセンターを位置づけている。 
（１） ごみ減量と地球温暖化防止の取り組みを広げる拠点  

１階、２階の展示コーナーには、地球規模での環境問題を写真、データで展示したものや、和室、台 
所等を模した体験型展示があり、体験しながら学べる展示になっている。また、市民団体や企業等の環境保

全への取り組みを紹介したものや、エコロジーについて解説した映像を見ることができる「エコパーク映画

館」等があり、環境情報が手に入りやすいようになっている。３階にはリサイクル工房やエコ厨房があり、

市民グループに有料で開放して親子エコクッキングやエコクラフト教室等を開催している。 
（２） 子供たちの環境学習の拠点 

「京エコロジーセンター」は京都市青少年科学センター敷地内にあることから、科学センターとの連携 
を図って、科学の視点から環境を考える事業を開催し、子供たち向けの環境学習を進めている。ワークシー

トをもとにしてセンター館内を見学、探検しながら、環境問題を考えていくという仕組みになっている。 
（３） 建物全体が環境展示物 

「京エコロジーセンター」は建物自体が環境に配慮されたものであり、太陽光発電、雨水利用、地熱利 
用、高断熱外壁をはじめ、省エネルギー・省資源型の設備をたくさん導入し、建物全体が環境学習の展示機

能をもっている。 
（４） 市民と事業所とのパートナーシップの拠点 

「京エコロジーセンター」は、基本計画や基本・実施設計に当って、地球温暖化防止やごみ減量の取り

組み等を進める市民、事業者、環境ＮＧＯ、学識者が参加した「京都市環境学習・エコロジーセンター研究

会」を中心に検討を重ねてきた。平成１０年度に基本計画調査、平成１１年度には基本設計、実施設計が行

われたが、設計段階で、将来の利用者である市民等に本格的に意見を求めて、その考えを可能なかぎり生か

しながら公共施設を作りあげていくという手法は画期的である。またセンターオープン後の事業運営にも多

くの市民グループが関わっており、市民グループの主催行事等が行われている。実際の事業運営は（財）京

都市環境事業協会であるが、総数１００名のボランティアスタッフによって運営が支えられている。センタ

ー内の案内、展示解説、子供たちの環境学習の支援等をやってもらっている。 
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飯田市における環境行政について 

自然と共生する地域社会の実現をめざして 

                                

１ 概要・経過 

 飯田市は、自然と共生する持続的発展が可能な地域社会の実現を目指し、平成８年度に飯田市環境

基本計画「２１’いいだ環境プラン」を策定した。 

 これまでは、様々な取り組みが実施されてきたが、以前のプランが５年を経過し、また環境を取り

巻く状況にも変化が見られるようになったので見直しを行った。 

 

２ 特色 

 環境プランに、共生・循環・参加・個性と４つの基本理念をおき、プランの目標を掲げ５つの施策

と２１の事業を展開している。 

 

（１） 循環型まちづくり 

 ①リデュースの推進 ②ごみの分別の徹底及びリサイクルの推進 

 ③リサイクルプラザの設置 ④環境共生住宅の普及 ⑤太陽光発電施設の普及 

 ⑥バイオエネルギーの研究と実用化 

 

（２） 緑豊かな美しいまちづくり 

 ⑦森林の育成及び身近な自然環境の保全の推進 

 ⑧緑のネットワークとグリーンヒルタウンの形成 

 ⑨緑の総合的な条例の整備及び緑化等の推進 ⑩木の香街づくりの推進 

 ⑪自然や景観に配慮した開発事業の推進 ⑫良好な景観形成の推進 

 

（３） 安全なまちづくり 

 ⑬都市・生活型公害対策の推進 ⑭河川等の水質浄化対策の推進 

 

（４） 意識づくり 

 ⑮学校における環境学習の推進 

総合的な学習の時間等において、循環型まちづくりをはじめとして、不法投棄防止の教育、

学友林や学校ビオトープ、生ごみリサイクル等、体験型学習の推進。 

特に学友林整備事業については、平成９年度より開始し、市内の１７小学校のうち１３校につ

いて整備。整備面積は、買上げ、使用貸借含め延べ４４，９７５㎡。 

利用形態については、「里山を里山のまま使用」を原則に自然をそのまま環境学習の教材とし

て活用。借地料は年額１万円から５万円位。 

また、学習の指導者については、主に学校の先生だが、依頼を受けて環境アドバイザー、市の

林務課の職員が行う場合もある。 

 ⑯各種情報の積極的な提供 

市民や事業者の環境問題への理解や、学校等における環境学習を推進するため、指導者や活動

団体の紹介、環境データ提供等、各種情報の提供の推進している。その中で、市民や事業者の方

が、自ら環境の諸問題に関心を持ち、積極的に地域における環境保全活動に取り組むことができ
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るよう、環境の各分野において専門的、先進的な知識・経験を持ち、説明・指導等できる人を「環

境アドバイザー」として登録し（４グループ・３７名）助言者として派遣している。 

 ※ 地域の環境保全団体に呼びかけを行い、「環境ネットワークいいだ」を平成１２年１０月に

設立し、現在３４団体が参加している。 

 ⑰環境交流センターの設置 

 

（５） 各分野を支える基盤的施策 

 ⑱市民参加の推進 

 ⑲環境調整会議の積極的な活用及び環境への影響に対する評価制度の導入 

 ⑳ＩＳＯ１４００１、南信州いいむす２１の普及および環境産業の育成 

 ※ ＩＳＯ１４００１を２０００年１月に認証取得しているが、２０００年３月に更新を迎え

るが、更新を行わずに独自の基準により「自己適合宣言」を行う。 

そして、「環境ＩＳＯの基本的な取り組みを簡易システムとして市の支所等全ての出先機

関において展開する環境改善活動」と活動を展開し、いいだいいむす２１を実施。現在、出

先機関１２１施設中３７施設を市長が認証している。 

また、「地域ぐるみ環境ＩＳＯ研究会」と連携し、これを南信州全体によびかけ、「南信州

いいむす２１」が２００１年１０月にスタートしている。 

 ○21農業における環境保全機能の向上 

 

３ 課題等 

 環境問題を克服し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐために、市民、事業者、行政が自らの責任

と役割を認識し、自主的な取り組みと協力が必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

（参考資料）県内市町村における環境教育実施状況（平成１３年度） 

No

. 
自治体名 環境教育担当部・課 

環境基本

条例 

環境基本

計画 

環境教育

計画 
 主な環境教育事業 

1 北九州市 環境局総務 計画課 

○ ○  

スナメリフォーラム北九州、エコシンポジウムin八幡東、環境家計

簿トーク、親子エネルギー教室、環境トーク、環境教育副読本シリ

ーズ化、出張環境ミュージアム、環境講座 

2 福岡市 環境局総務 環境啓発

課 

○ ○ ○ 

まもるーむ福岡の管理運営、調査研究発表会、夏休こども体験学 

習会、市民環境リーダー育成フォーラム、空き缶プレスカー派遣、

環境デー事業、子ども地球環境会議、カブトガニ教室、メダカ･ヒ

ナモロコ教室、省エネ･新エネこども学習講座、クリーンエアキャ

ンペーン、ノーマイカーデーの普及･啓発、自動車交通公害の防止

に関する啓発 

3 大牟田市 環境 環境保全 
○ ○  

ほたるの里事業、環境リサイクルテクノフェア2001、地球温暖化

対策実行計画、市環境アドバイザー事業、こどもエコクラブ事業 

4 久留米市 環境 環 境 政 

策推進 ○ ○  
市民による大気簡易測定、親子水辺ウォッチング教室、環境フェア、

リサイクルフェア、小学生向け学習冊子の作成、環境学習ニュー 

スの発行、ゲストティーチャーの派遣 

5 直方市 生活経済 環境整備

室     
汚濁河川の水質改善授業、尺岳川ビオトープホタル放流事業、 

尺岳川エコパーク事業、環境講座、小･中学生への環境授業、親子

環境シンポジウム 

6 飯塚市 市民経済 環境整備

室 
○ ○  バードウォッチング、環境教育推進大会 

7 田川市 経済 環境衛生     ごみ減量化資源化推進事業 

8 柳川市   生活環境       

9 山田市   環境福祉 ○ ○    

10 甘木市 市民環境 生活環境   ○  甘木市出前講座 

11 八女市   環境     矢部川源流探検隊、各種講座講師派遣（出前講座） 

12 筑後市 民生 環境     川と水を守る運動、クリーン作戦 

13 大川市 総務 生活環境     環境セミナー、環境学習会、環境コーナー 

14 行橋市 市民 生活環境       

15 豊前市   環境     生ごみコンポスト設置補助事業、環境啓発事業 

16 中間市 市民経済 環境生活       

17 小郡市 総務 企画 ○     

18 筑紫野市 人権環境政策 環境保全 

○ ○  
自然観察会、自然観察ガイドブック作成、親子水辺教室、啓発冊 

子作成、マイバッグキャンペーン、ライトダウンキャンペーン、 

低公害車の購入、環境フェア開催、環境学習講座、各種見学会開催

19 春日市 地域生活 環境対策 

○ ○  

エコツアー(棚田)、水辺教室、ネイチャーゲーム、中間処理施設 

見学会、空き缶ポイ捨て調査、市役所ガレージセール、新エネル 

ギー教室、省エネ教室(エコクッキング)、省エネ･クリスマス会、

グリーン購入展示会 

20 大野城市 環境生活 リサイク

ル推進 ○ ○  
おおのじょう緑のトラスト活動、御笠川フェスタ'01、学童農園、

リサイクル展示会、環境家計簿、生涯学習まちづくり出前講座 

21 宗像市 企画調整 企画 
○ ○  

エコクッキング教室、廃油石鹸作り、ホタルの養殖･放流、終末処

理場社会科見学、ケナフの栽培･紙すき、ＴＡ－Ｅ教育、水辺教室

22 太宰府市 市民 環境 ○ ○  トンボと植物そして水辺の観察会、環境フェアinだざいふ 

23 前原市 市民･教育 学校教育･

生活環境 ○ ○  
地域の川の調査(授業の一環)、出前講座(身のまわりの環境･ごみ 

パートⅠ･Ⅱ) 

24 古賀市 市民 環境       

25 那珂川町 住民生活 環境 
    

自然体験型事業、まちづくり出前講座、広報誌連載、環境家計簿 

配布 

26 宇美町   環境     省エネルギー教育推進モデル校事業 

27 篠栗町   生活環境       
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No

. 
自治体名 環境教育担当部・課 

環境基本

条例 

環境基本

計画 

環境教育

計画 
 主な環境教育事業 

28 志免町   環境       

29 須恵町   環境       

30 新宮町   企画開発     中学校海岸清掃事業、小学校道路清掃事業 

31 久山町   町民生活       

32 粕屋町   環境 

    
自然観察、施設見学、体験学習、説明会 

33 福間町 民生 環境整備 

○ ○  
親子自然探検隊事業、手作り石鹸体験事業、環境副読本作成事業、

環境家計簿配布事業、まちづくり講座出前編、エコクッキング事業、

環境新聞発行事業 

34 津屋崎町   うみがめ       

35 玄海町   生活環境 
    

さつき松原保全事業、地域新エネルギービジョン策定等事業、 

水辺教室 

36 大島村   住民       

37 芦屋町   環境福祉       

38 水巻町   生活環境     町環境美化の日、空き缶等ポイ捨て禁止ポスター、標語コンクール

39 岡垣町   環境共生 ○ ○  出前講座 

40 遠賀町   企画       

41 小竹町   税務住民       

42 鞍手町   住民       

43 宮田町   環境対策 
○ ○  

町内一斉空き缶回収、リサイクル活動団体奨励金、町環境クリーン

作戦、生ごみ処理容器購入費補助 

44 若宮町   住民       

45 桂川町   保険環境     桂川町福祉まつり「ひまわりフェスタ」 

46 稲築町   人権環境     いなつき環境フェスタ、ゲストティーチャー 

47 碓井町   企画財政       

48 嘉穂町   企画財政       

49 筑穂町   厚生       

50 穂波町   企画調整       

51 庄内町   環境     庄内町低公害車導入計画 

52 頴田町   民生       

53 杷木町   住民生活     ごみ分別収集について、ＩＳＯ14001 

54 朝倉町   生活環境 
    

生涯学習まちづくり出前講座 

55 三輪町   環境また

は教育 
○ ○  自然と緑の探検隊 

56 夜須町   生活環境       

57 小石原町   住民       

58 宝珠山村   住民       

59 二丈町   生活環境 
○   

総合学習(中学校)、ふるさと学び愛講座、環境フェスティバル、 

太陽光発電事業の啓発 

60 志摩町   住民生活     岩小学校環境学習 

61 吉井町   町おこし       

62 田主丸町   健康       

63 浮羽町   総務       

64 北野町   生活環境       

65 大刀洗町   生活環境       
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No

. 
自治体名 環境教育担当部・課 

環境基本

条例 

環境基本

計画 

環境教育

計画 
 主な環境教育事業 

66 城島町   環境     青少年教室 

67 大木町   環境     省エネ授業、環境講座 

68 三潴町   環境     ごみ処理施設の見学、ごみ減量･リサイクルに関する講座 

69 黒木町   環境     川と水を守る絵画コンクール 

70 上陽町           

71 立花町   環境整備       

72 広川町   生活環境       

73 矢部村           

74 星野村   建設       

75 瀬高町   環境       

76 大和町   環境･水道       

77 三橋町   環境衛生       

78 山川町   環境福祉     水辺の教室 

79 高田町   環境整備     女性大学、エコクッキング 

80 香春町 住民 環境衛生   ○  子ども環境探偵隊 

81 添田町   施策調整       

82 金田町   住民     水辺教室 

83 糸田町   住民     町内一斉環境美化活動 

84 川崎町   環境整備       

85 赤池町   住民       

86 方城町   総務       

87 大任町   企画財政       

88 赤村   企画振興       

89 苅田町 民生 環境保全       

90 犀川町   住民       

91 勝山町   企画財政       

92 豊津町   環境整備       

93 椎田町   住民       

94 吉富町   企画財政       

95 築城町   住民       

96 新吉富村   住民       

97 大平村   企画財政     生活学校（リサイクル、美化運動、廃油石けんづくり） 
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第１章 廃棄物の現状 

 

１ 現状 

「ごみ問題」は、我々が生活していくうえで抱え続ける大きなテーマである。昭和４０～

６０年代にかけて深刻化し、その後も排出量は根強い増加傾向にあり、平成１１年度におけ

る全国の一般廃棄物の排出及び処理状況等に関する調査結果（環境省報道発表資料-１４年１

月２５日）によると、排出量が５，１４５万 t（※産業廃棄物の総排出量は約４億 t）にも及

んでいる。これを標準的な２ｔトラックに積み込むと、２，５００万台以上のトラックが必

要となり、一列に並べると地球を３周以上する長さになる。とんでもない数字である。 

一般廃棄物総排出量の推移
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一般廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移
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残余年数 ＝ 当該年度末の残余容量 ／（当該年度の最終処分量／埋立ごみ比重） 

（埋立ごみ比重は 0.8163 とする。） 

環境省報道発表資料-14 年 1 月 25 日より 

（図－１） 

（図－２） 
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産業廃棄物最終処分場の残余容量の推移
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環境省報道発表資料-14 年 1 月 25 日より 

廃棄物を埋め立てる最終処分場は、無限にあるわけではなく、このまま大量の廃棄物が排

出され続けば、一般廃棄物は約１０年で、産業廃棄物については数年のうちに限界に達して

しまう。焼却処理してもその灰が残り、焼却できない廃棄物は破砕・圧縮などの中間処理は

されるがそのまま残るため、最終的に埋め立て処分せざるをえない。ところが、たとえ焼却

処理してもその灰を埋める場所さえなくなろうとしているのが現実である。 

さらに大量の廃棄物は、環境や人体にも悪影響を及ぼす。廃棄物の焼却過程で有毒なダイ

オキシンや地球温暖化の原因となるＣＯ2 の発生がともない、埋め立てられるごみの中には、

環境ホルモンの流出が危惧される物も含まれている。こうした環境負荷が自然の受容能力を

超えて増大しており、自然の本来あるべき物質循環を阻害し、公害・自然破壊といった「環

境問題」を生んでいる。 

 

 

ダイオキシン類は意図して製造・使用される化学物質ではないが、他の化学物質の製造や

物の燃焼などに伴って生成されるポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（PCDD）とポリ塩化ジ

ベンゾフラン（PCDF）の総称。PCDD には 75 種類、PCDF には 135 種類の異性体が存在する。

人工物としては、ダイオキシン類は最強の毒性の強さを持つと言われている（天然毒物で

はボツリヌス菌・破傷風菌の毒素などは、ダイオキシン類より強い）。しかし通常は環境中

にきわめて低濃度で拡散しているため、急性的な影響を生ずることはない。慢性毒性につ

いては WHO の国際ガン研究機関（IARC）が、1997 年ダイオキシン類の中で最も毒性が強い

2,3,7,8-TCDD に発ガン性があると発表した。しかし他の異性体に関しては断定されていな

い。また、人についての影響は定かではないが、動物実験においては、口蓋裂・水腎症な

どの催奇形性、精子の減少などの生殖毒性、甲状腺機能の低下、免疫機能の低下を起こし

たとの報告がある。ダイオキシン類は無味無臭の固体で、炭素・水素・塩素を含むものが

燃焼する工程で生成する。主としてごみの焼却によるが、他にも金属精錬などの熱処理工

程、紙の塩素漂白工程などがある。日本全体では一年間に約 5,300g が環境中に排出されて

いると試算されている。このうち 9 割が廃棄物焼却施設からのものである。大気中に排出

されたダイオキシン類の付着した粒子などが地表に達し、土壌や河川、海を汚染すると考

えられている。またダイオキシン類は自然界でも発生することがあり、森林火災や火山活

動でも生じ、たばこの煙にも微量だが含まれると言われている。 

 

 

地球を取り巻く大気中の二酸化炭素、メタン等の温室効果ガスは、地表から宇宙へ放射さ

れる赤外線を吸収する性質をもち、地表の気温を、生物の生存に適当な程度に保っている。

しかし、これらのガスが大気中で増えており、増えすぎると地球の温暖化をもたらし、人

間をはじめ広く生態系に大きな影響を及ぼすことになると懸念されている。 

ダイオキシン 

地球温暖化 

（図－３） （図－４）
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内分泌撹乱化学物質。ヒトや野生生物の内分泌作用を撹乱し、生殖機能阻害、悪性腫瘍等

を引き起こす可能性があり、環境中に存在するいくつかの化学物質である。1996 年アメリ

カの生物学者シーア・コルボーンらによる、野生動物などの生殖異常を、この内分泌撹乱

化学物質によるものではないかとする著書『奪われし未来（Our Stolen Future）』で注目

を浴びる。（旧）環境庁は、「外因性内分泌撹乱化学物質問題に関する研究班」がまとめた

中間報告を受け、1998 年 5 月に「環境ホルモン戦略計画 SPEED’98」を発表し、この問題

に対処する基本的な考え方と具体策を提言した。内分泌撹乱化学物質による環境汚染は、

未解明な点が多いものの、それが生物存在の基本的条件に関わるものであり、世代を超え

た深刻な影響をもたらす恐れがあることから、環境保全上の重要課題の一つとなっている。

 

従来、自治体行政のなかでは、廃棄物行政は単なる「処理業務」と捉え、「政策行政」とし

ての市民権を確保していなかった。自治体における廃棄物行政の関心は、いかに効率的かつ

安価に処理し、住民・企業の歓心を得るかにあった。しかし現在、廃棄物処理問題は、環境

問題の一環としての対応が求められており、廃棄物の増大・多様化に対応して、高度な施策

の投入が求められ、改めて廃棄物行政の再編成が不可欠となった。 

今や廃棄物処理問題は、高い収集・処理コスト、民間への委託・許可など、自治体の行財

政能力を超えて肥大化しており、いかに企業・住民との連携体制を形成するかが、循環型社

会を形成・推進し、最終目標である「ごみのない社会」の創出を達成できるかどうかの重要

な鍵である。 

 

２ 一般廃棄物に対する注目点 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）（以下 廃棄物処理法）

では、廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために

不要になった物で、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、動物の死体その他の汚物または

不要物で、固形状または液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）を

いい、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の２つに区別されている。産業廃棄物とは、事業活動

で生じた廃棄物のうち、法で定められた６種類の廃棄物と政令で定められた１３種類の廃棄

物とを合わせた１９種類の廃棄物をいう。一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指し、

主に一般家庭から発生する家庭ごみと、事務所や店舗から発生する事業所ごみ、し尿に分類

される。 

当研究グループは、福岡県内各市町村に所属する、主に環境・廃棄物処理政策事務に携わ

る８名のメンバーで構成されており、途中事情によりメンバーの変更を余儀なくされたが、

平成１４年度の環境政策研究事業として一年間取り組んできた。自らが「廃棄物処理の現状」

を知らずして論じられないとの考えから、各自所属する市町村の現状や抱える問題等を柱と

し、これらを把握する作業に多くの時間を費やした。そして新たな可能性を追求するべく、

先進地視察（内容は後項で記述）も行っており、視察先および（財）福岡県市町村研究所事

務局の関係者の方々には大変感謝している。 

さて、今回私たちが注目したのは、一般廃棄物である。廃棄物には上記のとおり多種多様

な形があり、国も、廃棄物の定義・分類・区分について、有償・無償を問わず、環境保全面

から有毒性等の性状と物質循環の確保の観点から見直す必要性があるのではないかとの姿勢

環境ホルモン 
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を示している。短期間で全ての分野を網羅することは難しいため、論点は、廃棄物処理法で、

市町村が事業主体として処理するべきものとしている一般廃棄物（※し尿については除く）

に絞っている。これから先も、我々が生活していくうえで、向かい合っていかなければなら

ない「ごみ問題」。なかでも、一番身近なところにある一般廃棄物を中心に、これを取り巻く

諸問題について、あくまでも直接住民と接する現場にいる者の視点から論じたい意向である。 

 

３ 国の取り組み 

廃棄物の処理に関する法規制は、汚物の衛生的目的として明治３３年に制定された「汚物

掃除法」に始まる。汚物掃除法が昭和２９年に全面改正され制定された「清掃法」が、「廃棄

物処理法」の前身であり、清掃法においては、汚物掃除法と同様に、汚物の衛生的処理を目

的として、清潔の保持や公衆衛生的見地からの措置に重点が置かれていた。昭和４５年に制

定された「廃棄物処理法」では、廃棄物の量的増大と質的な変化という事情を背景として、

公害関係諸法共通の「生活環境の保全」という理念を目的に加え、①廃棄物の適正処理を図

ること、②生活環境の保全と公衆衛生の向上という２つの目的を持つものであることを明確

にしている。また、このなかでＰＰＰ（汚染者負担の原則）の考えが適用され、産業廃棄物

の排出事業者の処理責任が明確化されている。 

 

 

OECD（経済協力開発機構）の環境指針原則勧告（OECD 閣僚会議、採択:1972 年 5 月

24 日～26 日）による、環境汚染防止のコストは汚染者が支払うべきであるとの考え方

であり、一般には「汚染者負担の原則」といわれている。環境汚染のうえに成立する

商品のコストの中に環境汚染の代価が盛り込まれることを要請するものであり、環境

を汚染する商品の生産者に対する公害防止のための補助金等の支払いを禁止し、公平

な経済競争の確保を目的とする考え方である。 

ところが、その後も国民生活が物質的に豊かになる一方で、廃棄物の排出量は高水準で推

移し続け、最終処分場の残余量の逼迫、焼却施設からのダイオキシン類の発生、不法投棄の

増大等の様々な問題が表面化してきた。これらに対応するため、国は、環境に配慮した廃棄

物の再資源化・有効利用に目を向け、適正な処理がなされるよう、数次にわたって「廃棄物

処理法」を改正し、「再生資源の利用の促進に関する法律」（平成3年法律第48号）（以下 再

生資源利用促進法）の制定や、リサイクルの推進に係る「容器包装に係る分別収集及び再商

品化の促進等に関する法律」（平成 7 年法律第 112 号）（以下 容器包装リサイクル法）、「特

定家庭用機器再商品化法」（平成 10 年法律第 97 号）（以下 家電リサイクル法）の制定等の

対応を図ってきた。しかし、「出された廃棄物を適正に処理する」という対応ではもはや限界

であった。そこで、多大な資源の利用を必要とし、自然界で分解することが困難な物質を不

要物として環境中に排出するといった具合に、一方通行となった物質の流れと、下流への負

担のしわ寄せを招いている「一方通行の社会」から脱却し、生産から流通、消費、廃棄に至

るまで物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、「環境基本法」（平成 5 年法律

第 91 号）に根ざした環境負荷の低減と、物質循環を確保する「循環型社会」への転換が提唱

された。そして、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律として、「循環型社

会形成推進基本法」（平成 12 年法律第 110 号）（以下 リサイクル社会法）が制定されたので

ある。本法では、廃棄物・リサイクル対策について第１に発生抑制、第２に再使用、第３に

PPP（Polluter Pays Principle）
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再生利用、第４に熱回収、最後に適正処分という優先順位を初めて法定化しており（第５条

～第７条）、対象物については、有価物であるか否かとか、占有者の意思・主張にかかわりな

く、物品の性状や特性に応じて、適切な対策が講じられなければならず、リサイクルを進め

るに当っては、原則として原材料としての利用（マテリアル・リサイクル）が、熱・エネル

ギー源としての利用（サーマル・リサイクル）に優先して考慮されるべきである。本法では、

事業者及び国民の排出者責任を明らかにするとともに、拡大生産者責任を明確に位置付けた

点も特筆すべきであろう（第９条～第１２条）。また、環境省に中央環境審議会を置き（環境

基本法第４１条）、今後どのように循環型社会を形成していくかを示した「循環型社会形成推

進基本計画」（以下 基本計画）の具体的指針と基本計画の案について検討していき、その審

議に際しては、幅広い関係者からのヒアリングやパブリック・コメント手続き等を活用し、

広く国民の意見を求め、基本計画は、おおむね５年ごとに見直しを行うものとしている（第

１５条第７項）。 

「循環型社会形成推進基本法」の制定と同時期に、「廃棄物処理法」、「再生資源利用促進

法」（※改正後の名称は「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下 資源有効利用促進

法））等が改正されるとともに、新たに「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平

成 12 年法律第 104 号）（以下 建設リサイクル法）、「食品循環資源の再生利用等の促進に関

する法律」（平成12年法律第116号）（以下 食品リサイクル法）、「国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法律」（平成 12 年法律第 100 号）（以下 グリーン購入法）といった循

環型社会の形成に関する個別法が制定された。今後、更にパソコン、自動車など個別のリサ

イクル法が制定されていくであろう。 

 

循環

　：国の他の計画の基本

 ③廃棄物処理業者に対する規制

１R　→　３R

循 環 型 社 会 の 形 成 の 推 進 の た め の 法 体 系

環境基本法
H6．8
完全施行

環境基本計画

　自然循環

　社会の物質循環
H13.1完全施行

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）
 社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
 環境負荷の低減

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法 資源有効利用促進法

○　基本原則、　○　国、地方公共団体、事業者、国民の責務、　○　国の施策

一般的な仕組みの確立

 ②廃棄物処理施設の設置規制

 ④廃棄物処理基準の設定等

①副産物の発生抑制・リサイクル

②再生資源・再生部品の利用

 ①廃棄物の適正処理法

③リデュ－ス。リユース・リサイクルに

　　配慮した設計・製造

拡充整備
拡充強化

　不適正処理対策 ④分別回収のための表示

　公共関与による施設整備等 ⑤使用済製品の自主回収・再資源化

⑥副産物の有効利用の促進

個別物品の特性に応じた規制

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

家

電

リ

サ

イ

ク

ル

法

建
設
資
材
リ
サ
イ
ク
ル
法

食

品

リ

サ

イ

ク

ル

法

　 H13.4 　　  H14.5 　　　H13.5  H14.7

自

動

車

リ

サ

イ

ク

ル

法

一部施行

  H9.4 　完全施行 　　完全施行 　　完全施行 公布

完全施行

工事の受注者が 食品の製造・加

　H12.4 2年6月以内
に完全施行

　解体 食品廃棄物の再

　・製造業者等によ
 よる収集 　消費者より引取 ・建築物の分別 工・販売業者が 　　るシュレッダー
・容器包装の市町村に ・廃家電を小売店が

　再資源化

　　ダスト等の
 用業者による再資源 　再商品化 ・建設廃材等の 資源化 　　の引取り・再資
・容器包装の製造・利 ・製造業者等による

　　源化
　・関連業者等によ

　る使用済自動車

完全施行
　グリーン購入法　・国等が率先して再生品などの調達を推進

　　の引取り・引渡

　H13.4 　　し

 化

＜　廃棄物の適正処理　＞ 　＜　リサイクルの推進　＞

（図－５） 
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このように、平成１３年１月の省庁再編に伴い環境省が発足し、再編前の環境庁に比べ、

従来厚生省が所管していた廃棄物処理法をはじめとする廃棄物関係諸法は、すべて環境省に

移管される等、廃棄物・リサイクル行政への関わりが大幅に強化された。 

一方、廃棄物の減量化の目標量については、「ダイオキシン対策推進基本指針」（平成１１

年３月ダイオキシン対策関係閣僚会議決定）に基づき、平成１１年９月の同閣僚会議におい

て設定（下表参照）し、平成２２年度の最終処分量を一般廃棄物、産業廃棄物ともに平成８

年度のおよそ半分に削減することとしている。 

 

【（表－１）一般廃棄物の減量化の目標量】             （百万トン／年） 

 平成９年度 平成１７年度 平成２２年度 

排出量 

再生利用量 

中間処理による減量 

最終処分量 

５３ 

 ５．９（１１％）

３５  （６６％）

１２  （２３％）

５１ 

１０  （２０％）

３４  （６７％）

７．７（１５％）

４９ 

１２  （２４％）

３１  （６３％）

６．４（１３％）

【（表－２）産業廃棄物の減量化の目標量】             （百万トン／年） 

 平成９年度 平成１７年度 平成２２年度 

排出量 

再生利用量 

中間処理による減量 

最終処分量 

４１０ 

１６８ （４１％）

１７５ （４３％）

 ６６ （１６％）

４２９ 

２０５ （４７％）

１９７ （４５％）

 ３６ （ ８％）

４５８ 

２１７ （４７％）

２１１ （４６％）

 ３０ （ ７％）

（注）１．小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。 

   ２．（ ）内は、各年度の排出量を１００としたときの割合である。 

 

国における廃棄物処理施設の整備計画については、昭和３８年、生活環境施設整備緊急措

置法に基づき、第一次計画が策定され､その後同法が「廃棄物処理施設整備緊急措置法」（昭

和 47 年法律第 95 号）に改正された後も継続的に計画を策定し、平成８年度から平成１４年

度までを計画期間とした第八次計画を策定している。この第八次計画では、平成６年１２月

に定められた環境基本計画においても「廃棄物循環型のごみゼロ社会を目指し、二十一世紀

初頭を目途に、廃棄物のほとんどすべてを単に燃やして埋める処理から、極力リサイクルを

推進し、焼却処理の際には、熱エネルギーを活用するものへと推進する。」こととされており、

①ごみの排出抑制の促進、②リサイクルの推進と焼却時の熱利用の促進、③廃棄物処理施設

の計画的整備の推進などを重点項目としている。計画の事業規模は、第七次計画の１．７８

倍の５兆５００億円とし、ごみの排出抑制の指標としては、第七次計画の中で、はじめて国

民一人当たりのごみの排出量の伸び率を設定しており、目標値を１．５％としていたが、第

八次計画においては、これをさらに圧縮し、０．５％とすることとしている。 
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第２章 一般廃棄物の現状と問題点 

 

１ 現状 

（１）可燃性廃棄物 

現在の各市町村のごみ処理については、指定袋での一般家庭からの排出が一般的であるが、

一番多く排出される廃棄物の種類としては、燃えるごみである。家庭から出されるごみは、

年々その種類、量が増える一方、地域の集団回収や販売店等による分別回収も進められてき

ている。 

福岡県内におけるごみ排出量の推移

2,021,1932,006,772

2,132,965

2,089,627
2,082,250

2,046,790

1,122
1,138

1,153

1,115

1,150
1,170

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

2,200,000

H7 H8 H9 H10 H11 H12
福岡県環境部「福岡県における一般廃棄物処理の現況」より
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私たちは、いったん便利な生活に慣れてしまったため、なかなかそれを変えることができ

ない。誰もが、ごみは減らさなければならないことは理解しているが、なかなか実行に移す

ことができていない。 
多くの市町村で、ごみ指定袋を導入し有料化を実施してきた。有料化を実施した年にはご

みの排出量がいったん減るものの増加傾向に戻る。しかしながら、住民のごみ減量化の意識

も向上したため、その増加傾向に戻る伸率は小さくなりつつある。ごみの分別も現在は、住

民が出す段階での分別のほか、中間処理施設でさらなる分別を行っている。今後さらに分別

を進め、再資源化へ移行しなければならない。現在供用中のごみの中間処理施設は老朽化が

進んだものもあり、処理能力や有害物質の排出についても今後対応が難しくなると予想され

る。また、施設のストックヤード等が手狭で、分別回収が進められない状況にある施設でも

将来的には新規施設への移行が行われてくるだろうが早期の供用開始が待たれる。家庭から

出される段階での分別をさらに細分化を進めていかなければならない。 
ごみ処理の方法として、焼却のほかに可燃物を固形燃料化しセメント製造時の補助燃料や

火力発電所の燃料としてサーマルリサイクルされている状況もある。ごみの処理方法に地域

性もあり、それを考慮した多種多様な手法が検討されなければならない。 

（図－６） 



 8 

（２）資源ごみ 

家庭系のごみは、全国で年間５,０００万トン、福岡県内では２００万トンを超え、その量

は毎年増えている。最も大きい割合を占める可燃ごみのうち、容器包装ごみは、重さで２～

３割、容積で６割である。 

  

福岡県内における家庭系ごみ状況と容器包装廃棄物の割合

2,021,193
2,006,772 2,089,627

2,046,790

2,082,250
2,132,965

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

2,200,000

H7 H8 H9 H10 H11 H12
福岡県環境部「福岡県における一般廃棄物処理の現況」より

総量(t/年)

家庭系ごみ

重量比

0.1%
10.6%

4.4%
2.0%

76.4%

6.5%

容積比
0.0%

0.7%

2.4%

16.6%

42.0%

38.2%

紙類

金属類

ガラス類

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

その他

容器包装以外

 

平成９年に容器包装ごみを資源化し、家庭系可燃ごみを減量化する目的で、｢容器包装リサ

イクル法｣が施行された。平成９年４月から、PET ボトル、ガラスびんを対象にはじまり、平

成１２年４月からは、その他のプラスチックと紙製の容器包装も追加された。この法律は、

消費者がごみを分別して出し、市町村がそれを集め、製造、利用、販売事業者に再商品化を

義務付ける内容である。 

PETボトルの生産量と再資源化量

219

162

362

332

282

403

142

173

125

48
76

53
21

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
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飲料用容器としての利用が増えている PET ボトルは、年々増加する生産量に比べ、再資源

化される量が少なく、ごみの減量を目的とする法律を制定したにもかかわらず、逆に増える

結果となった。 

（図－７） 

（図－８） 
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このような状況を発生させた要因は、容器包装リサイクル法にある。 
この法律では、再利用（reuse リユース）より再生利用（recycle リサイクル）に重点がお

かれ、一番コストと手間がかかる｢分別｣・「収集」・｢運搬｣などの作業を市町村と住民が負担

するシステムになっている。このため容器の製造・使用メーカーは、市町村が、住民から収

集し運搬したものの再資源化のコストを負担するだけである。 
したがって、メーカーは大量生産しても、負担が少なく、自ら再資源化する量は全体の３

割程度と限られているため、製造・使用の増加に歯止めがかからないのである。 
 
【（表－３）資源ごみの年間生産量と回収率（平成１０年度）】 

 アルミかん スチールかん ガラスびん 古紙 
年間生産量（t/年） 270,000 1,300,000 1,980,000 17,860,000 

回収率（%） 72 77 73.8 
（ｶﾚｯﾄ利用率） 55.5 

環境省資料より 
PET ボトルやその他プラスチック容器に比べると、アルミかん・スチールかん・ガラスび

ん・古紙等の回収率は高く、回収率・利用率も向上している。 
ビールや清涼飲料水の容器としての利用が拡大しているアルミかんの消費量は、近年一貫

して増加している。回収されたアルミスクラップを用いてアルミかんを作れば、原料のボー

キサイトから新たに地金を作るよりも９７％のエネルギーを節約することができる。 
飲料や食品向けの容器として利用されているスチールかんは、回収され鉄くずとなった再

生原料の質が向上し、鉄鋼メーカーなどの利用量が増加している。 
ガラスびんは、消費者の嗜好の変化により、飲料容器を中心に携帯の利便性が高い容器へ

転換が進み、生産量が減少している。ガラスびんは、１回限りの利用を前提とするワンウェ

イびんと、洗浄して繰り返し利用されるリターナブルびんとに分けられる。ワンウェイびん

は砕かれてカレットになり、新しいびんを作る原料として利用が増加しているが、リターナ

ブルびんのびん全体に占める割合は、３６．３％（平成９年度）であり、平成元年度と比較

すると半分程度にまで下がっている。 

  

福岡県内における資源ごみ収集量と収集状況
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福岡県環境部「福岡県における一般廃棄物処理の現況」より
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（図－９） 
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古紙の中には、回収不可能なもの（トイレットペーパーなど）や長期に渡って保存される

もの（書籍など）があり、１００％回収することは不可能であるが、資源保護、環境保全活

動が活発化し、子供会や婦人会等による団体収集が普及したため、回収率は向上している。 
福岡県内の収集状況をみると、団体が行った収集量１１０，８３６トン（平成１２年度）

のほとんどが古紙再生業者へ渡っている。 
しかし、このことが古紙リサイクルシステムを破壊したという側面もある。消費量以上に

古紙が発生するという事態が全国的に起きている。有価物であった古紙は、市況の低迷によ

り廃棄物となった。 
 

（３）粗大ごみ 

福岡県の市町村における粗大ごみの処理対応について、下記の表を作成した。 
【（表－４）福岡県における市町村の粗大ごみの処理対応】 

    年 度 
項 目 平成 6 年度 平成 8 年度 平成 10 年度 平成 12 年度 

粗大ごみ処理施設数 
（関係市町村数） 

２４施設 
（４６） 

２３施設 
（４８） 

２５施設 
（４７） 

２７施設 
（５５） 

粗大ごみの収集実施市町

村数 ８６ ８６ ８６ ９０ 

家庭系粗大ごみ処理が無

料の市町村数 ４５ ４５ － ２０ 

ｽﾃｰｼｮﾝ方式 ５９ ５６ ４３ ４０ 収集方式 

個別収集 ２２ ２３ ３４ ４１ 

福岡県環境部「福岡県における一般廃棄物処理の現況」より 
県内の市町村において殆どが粗大ごみ収集を実施しているが、その実施頻度、処理方法、

料金設定等その対応は、大きく異なっている。 
市町村の処理場に持ち込まれる粗大ごみの多くは、大型の生活用品廃棄物である。処理量

は、年々減少すると期待されている。これは、平成１３年４月から施行された家電リサイク

ル法により、特定家電４品目が小売業者の引き取り義務となったところが大きい。 

1 
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福岡県内における粗大ごみ収集量の推移
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福岡県環境部「福岡県における一般廃棄物処理の現況」より

収集量(t/年)

 
しかし、家屋の解体に係る木材、畳、トタン、流し台等施工業者が産業廃棄物として処分

すべき粗大ごみが、一般廃棄物の粗大ごみとして処理場へ搬入されているケースも多く見ら

れる。粗大ごみは簡単に焼却・埋め立てできる物ではない。そのまま埋め立てると広大な処

分場が必要となり、生活様式が変化して複合的な素材を用いたものが増えているため、粉砕・

選別の処理が必要となる。 
粗大ごみは他のごみと異なり、必ずしも壊れてしまって利用することができなくなってか

ら捨てられた物ではなく、形式が古くなったから捨てられた物やスペースがないため仕方な

く捨てられる物が多い。先述の通り、粗大ごみは一般の可燃ごみに比べ処理工程が多く、無

料で処理できる市町村は少なくなっている。排出者に対して、その応分の受益者負担を求め

ることは必然的なものと思われるが、一部の事業者や住民は、ごみのため処理費を支払うこ

とに不満があり、不法投棄が各地で横行している。 
 

（４）不燃性廃棄物 

当研究会が実施したアンケート結果（３６ページを参照）を見ても、一般家庭から排出さ

れる不燃性廃棄物の収集・処理方法は様々である。これは、上述した可燃性・資源・粗大ご

みのいずれにも該当しない蛍光管や陶磁器などが不燃性廃棄物として排出されるためである

と考えられる。 

（図－10） 
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福岡県内における不燃ごみ収集量の推移

118,775
112,102

120,032

95,463
92,231

78,931

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H7 H8 H9 H10 H11 H12
福岡県環境部「福岡県内における一般廃棄物処理の現況」より

収
集

量
(t

/
年

)

不燃ごみ

※北九州市を除く（北九州市は可燃ごみと不燃ごみを合算しているため）  
しかし、ごみの分別・減量化の意識が浸透するにつれ、不燃性廃棄物は減少に向かうと期

待されている。不燃性廃棄物が資源ごみへ分別され、リサイクルが進むためである。北九州

市等の自治体や、一部の企業でも、蛍光管のリサイクルが行われている。現状では、リサイ

クルできないものについては、粉砕して最終処分場に埋め立て処分されている。 
 

２ 不法投棄 

一般廃棄物及び産業廃棄物を問わず不法投棄は深刻な社会問題となっている。道路、河川

（クリーク）、公園などには、タバコの吸殻、ペットボトル、空きかん、空きびんなどが散乱

し、山間部に至っては、悪質な大量投棄、廃家電や廃自動車が不法投棄され、対応に当たる

地元市町村にとっては悩みのタネとなっている。このような現状のなか、市町村のごみ処理

に係る予算は年々増加し止まる気配がない。平成９年４月に施行された容器包装リサイクル

法も、事業者の負担に比べて、市町村の負担が大きくごみの減量効果はほとんど期待できな

い。平成１３年４月に施行された家電リサイクル法も、廃家電のリサイクル費用を消費者が

排出する段階で徴収する方法では、生産自体はまったく変化しない。この法律が施行される

前から、不法投棄が増えるのではないかと懸念されていたが、平成１３年３月末までに対象

の家電製品の買い替え需要があり、４月以降は予想どおり、不法投棄が各地で横行した。環

境省の調査では、法律施行後わずか４ヶ月で家電４品目の不法投棄台数が前年同期より２６％

も増え、テレビにあっては、５３％も増加した結果がでた。不法投棄された廃棄物の回収の

責任は製造業者には課せらない。したがって、不法投棄された土地の所有者、最終的には市

町村が税金を使って回収、処理費用を負担しなければならないのである。 
不法投棄の発生原因は、個人のモラル・マナーの問題、ごみ処理方法の知識不足、ごみ処

理の有料化（特に産業廃棄物処理費用の高騰）があげられる。だが、もっと心配なのは、生

活環境に大変な悪影響を及ぼすことである。例えば、自然の景観を損ねるだけではなく、土

壌・水質汚染の原因にもなりかねない。廃棄物の撤去や環境修復のために各市町村では多額

の財政負担を強いられている。 
 

（図－11） 
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